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第１ 目的 

この要領は、畜産経営の安定に関する法律（昭和３６年法律第１８３号。以下「法」

という。）第７条第１項及び畜産経営の安定に関する法律施行令（昭和３６年政令第３８

７号。以下「令」という。）第５条の規定に基づいて都道府県知事が行う加工原料乳の数

量の認定並びに都道府県知事が行う用途に応じた区分ごとの生乳の処理数量、取引数量及

び取引価格の確認（以下「数量認定等」という。）の事務の実施の方法を定めるものとす

る。 

第２ 対象生乳 

数量認定等の事務の対象となる生乳は、加工原料乳（法第２条第２項に規定する加工原

料乳をいう。以下同じ。）及び別表に掲げる乳又は乳製品（以下「牛乳・乳製品等」とい

う。）の原料となる生乳である。 

なお、加工原料乳の数量の認定は、加工原料乳のうちクリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳

（凍結したものも含む。以下「液状乳製品」という。）又はナチュラルチーズの原料であ

る生乳を除く生乳（以下「脱脂粉乳・バター等向け生乳」という。）、ナチュラルチーズ
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の原料である生乳（以下「チーズ向け生乳」という。）並びに液状乳製品の原料である生

乳（以下「液状乳製品向け生乳」という。）のそれぞれで行うものとする。 

第３ 対象乳業工場 

１ 対象乳業工場の範囲 

(１)数量認定等の事務の対象となる乳業工場は、生乳を処理して飲用牛乳とする事業又

は乳製品を製造する事業を行う工場とする。すなわち特定乳製品（法第５条第１項の

特定乳製品をいう。以下同じ。）を製造する工場、調製粉乳等のその他の乳製品を製

造する工場、他の工場と一体となって生クリーム（最終乳製品としてのクリームでは

なく分離した段階のクリーム形態の中間生産物をいう。以下同じ。）並びに中間生産

物としての脱脂乳、部分脱脂乳、濃縮乳及び脱脂濃縮乳（以下「生クリーム等の中間

生産物」という。）のみを生産するいわゆる分離工場及び濃縮工場並びに飲用牛乳工

場の全てが対象となる。 

(２)数量認定等の事務の対象となる乳業工場については、名称にとらわれず実質により

把握する。クーラーステーションと称するものであっても実質的に（１）に述べたと

ころに該当するものは全て対象となり、逆に○○乳業工場と称するものであっても、

特定乳製品や牛乳・乳製品等の製造又は生産を行わず、単に生乳の冷却又は貯蔵のみ

を行っているようなものは、対象とはならない。 

２ 一つの乳業工場の範囲 

都道府県知事は、当該都道府県に所在する全ての乳業工場を対象として報告の徴収、

立入検査等を行って必要な数量等の関係を把握し、これに基づいて令第５条第２項の

規定により、乳業工場に搬入された生乳についての加工原料乳の数量を算出するとと

もに、第７に従い用途に応じた区分ごとの生乳の処理数量、取引数量及び取引価格の

確認を行う。同一の都道府県の区域内に存在する二つ以上の乳業施設が次のアからウ

までの要件の全てに合致している場合には、数量認定等の事務上は、これらの乳業施

設は一つの乳業工場として取り扱うものとする。 

ア 一つ又は二つ以上の乳業施設において生クリーム等の中間生産物を生産し、その

大部分を恒常的に特定の中心的乳業施設に送付し、当該中心的乳業施設においてバタ

ー等の最終乳製品にしており、製造工程上相互に密接な関連を有していると認められ

ているものであること。 

イ 対象事業者との生乳取引契約の締結等の対外関係において、常に一体として、一

つの取引単位として取り扱われていること。 

ウ 組織上工場管理の１単位として取り扱われており、かつ総括責任者が定められて

いること。 

３ 乳業工場間における生乳の搬出入 

生乳の乳業工場間における搬出入については、対象事業者との生乳取引契約において

ある乳業工場に搬入されることになっている生乳が当該乳業工場の配乳計画に基づき、
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その附属のクーラーステーション等から他の乳業工場に搬入された場合において、双

方の乳業工場において、この搬出又は搬入の関係が、伝票又は帳簿類の記載により明

確になっているときは、その生乳は、当該ある乳業工場から当該他の乳業工場へ搬入

されたものとして取り扱うものとする。 

第４ 加工原料乳の数量等の把握 

１ 生乳の流通実態の把握 

都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県に所在する乳業工場の生乳の取引関係、

生乳の搬出及び搬入の関係、製造品目及び生産品目、設備能力等について十分調査し、

当該都道府県に所在する乳業工場が関係する生乳の流通実態を把握しておくものとす

る。 

２ 乳業者からの報告の徴収 

(１)徴収する報告の種類及び内容

ア 加工原料乳数量等報告書

都道府県知事は、毎月８日までに、当該都道府県の区域内に乳業工場を有する乳業

者から、当該乳業工場ごとに、前月の生乳搬出入実績総括表、配乳実績総括表及び特

定乳製品等製造数量総括表から成る加工原料乳数量等報告書（別記様式第１号）を徴

収するものとする。ただし、法第５条第３項に規定する交付対象数量の通知を受けた

対象事業者（以下｢交付対象事業者｣という。）が行った対象事業に係る生乳の搬入を

受けず、かつ、他の乳業工場と生乳の搬出入の関係を有しない乳業工場については、

生乳搬出入実績総括表等の流通実態等を把握する上で必要な報告書のみを徴収する

ものとする。 

イ 加工原料乳数量等内訳報告書

都道府県知事は、毎月２０日までに、加工原料乳数量等報告書の附帯報告書として、

生乳搬出入実績日計表、配乳実績日計表、生乳用途別買入数量表及び生乳用途別買入

価格表から成る加工原料乳数量等内訳報告書（別記様式第２号）を徴収するものとす

る。この場合において、乳業者から申出があったときは、生乳搬出入実績日計表及び

配乳実績日計表に代えて、生乳受払月報又は日報、配乳月報又は日報、製造月報又は

日報等当該乳業工場の生乳の搬出入及び配乳の実績を記録した帳票類であって加工

原料乳数量等報告書を作成するための資料となったものを提出させることができる

ものとする。 

ウ その他の報告

都道府県知事は、ア及びイのほか、数量認定等の事務上必要と認める事項について、

その都度、乳業者から報告を徴収するものとする。 

(２)報告の徴収に当たって注意すべき事項

乳業者からの報告の徴収に当たって注意すべき事項は、次のとおりである。

(Ⅰ)加工原料乳数量等報告書は、一つの乳業工場ごとに提出を求める。このため、報
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告の徴収に当たっては、あらかじめ、個々の乳業工場についてその範囲を明確にし、

これを乳業者に十分了知させておく。 

(Ⅱ)報告書の作成は、いずれも伝票、帳簿等に記録された配乳等の実績数値によりな

されることが必要であるので、必要な帳票類を整備していない乳業工場等については、

その整備を行うよう指導する。 

(Ⅲ)生乳搬出入実績総括表及び生乳搬出入実績日計表は、当該月に当該乳業工場へ搬

入された生乳の数量及び当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出された生乳の数量に

関する報告である。搬入生乳数量及び搬出生乳数量を、搬入者又は搬出先工場別及び

その搬入又は搬出の性格別に把握するとともに、当該乳業工場において当該月に処理

又は加工した生乳の総数量を生乳の搬出入の面から把握するため、生乳搬出入実績総

括表及び生乳搬出入実績日計表の報告に当たっては、次の点に注意する必要がある。 

ア 搬入者は、生乳取引契約、委託契約、売買契約等の契約関係に基づく取引として

当該乳業工場に生乳を供給した交付対象事業者、交付対象事業者以外の対象事業者

又は他の乳業工場（他の乳業者の乳業工場又はいわゆる工場間転送として当該乳業

工場に生乳を転送した同一の乳業者の別の乳業工場をいう。以下同じ。）をいう。

これらの者の指示等に基づいて現実に当該乳業工場に生乳を持ち込んだ者は搬入者

として扱わない。 

（例①）ある交付対象事業者と締結された生乳取引契約に基づき、当該交付対象事業

者の会員等がある乳業工場に生乳を持ち込んだ場合、生乳を搬入した者は当該

交付対象事業者であって当該会員等ではない。 

（例②）ある乳業工場Ａを搬入工場としている生乳取引契約を締結し生乳を供給して

いる交付対象事業者が、Ａの配乳計画に基づき、Ａを経由せずある乳業工場Ｂ

に生乳を持ち込んだ場合は、第３の３により、当該生乳はＡからＢへ搬入され

たものとして取り扱われるので、この場合の乳業工場Ｂに生乳を搬入した者は

乳業工場Ａであって、当該交付対象事業者ではない。 

イ 乳業工場に搬入された生乳の搬入者別の分類として、交付対象事業者により搬入

されたもの、交付対象事業者以外の対象事業者により搬入されたもの及び他の乳業

工場から搬入されたものの三つに分けて報告させるものとする。この場合において、

交付対象事業者以外の対象事業者により搬入された生乳については、一括して報告

させるものとする。 

また、交付対象事業者以外の者が交付対象事業者からその行う対象事業に係る委

託を受けて搬入した生乳は、当該委託をした交付対象事業者により搬入されたもの

として取り扱うものとする。 

ウ 交付対象事業者により搬入された生乳及び交付対象事業者以外の対象事業者に

より搬入された生乳については、これを一般搬入分生乳及び製造特定生乳に分類し

て報告させるものとし、他の乳業工場から搬入された生乳については、これを一般
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搬入分生乳、製造特定生乳及び乳業者間買入分生乳の三つに分類して報告させるも

のとする。 

エ 製造特定生乳は、乳業者に対する委託による特定乳製品の製造のために乳業工場

に搬入される生乳と、交付対象事業者から特定乳製品の製造のために販売され、乳

業工場に搬入される生乳を指す。製造特定生乳は、契約書、帳簿、伝票類等の記録

により、その搬入の時点において特定乳製品の製造のために搬入されたものである

ことが明らかになっている生乳に限定される。特に同一の乳業者の乳業工場間にお

ける特定乳製品の製造受委託に関しては、各乳業工場の加工原料乳比率の調整のた

めに事後的に製造特定関係の操作が行われるおそれがあるため、契約書、帳簿、伝

票類等も必要に応じて附属書類として提出を求める等の措置により、報告の精度を

高めるよう留意する。 

 加えて、交付対象事業者から特定乳製品の製造のために生乳が販売される製造特

定生乳については、事後的に製造特定関係の操作がなされることのないよう、当該

生乳の搬入及び製品の製造過程を通じ、他の生乳と合乳されることがない等、当該

生乳の全てが特定乳製品に仕向けられ、当該特定乳製品が製造されたことが確認で

きるとともに、特定の生乳から製造された特定乳製品であることが製品等に明記さ

れているものに限るものとする。 

バター、脱脂粉乳等分離過程を経ることを要する特定乳製品の製造に関しては、

その分離にまわされる生乳の全部を特定乳製品に加工する場合にはその全量を製造

特定生乳として取り扱うものとし、その分離にまわされる生乳の一部を特定乳製品

に加工する場合には加工された特定乳製品を生乳換算したものを製造特定生乳とし

て取り扱うものとする。 

液状乳製品については、中間生産物としての性格を有し得るものであるため、最

終製品として工場出荷段階で液状乳製品であることを確認する必要がある。このた

め液状乳製品の製造のために乳業工場に搬入された生乳から液状乳製品を製造した

のち、当該乳業工場内において、当該液状乳製品を原料として別の牛乳・乳製品等

を製造した場合、原料となった液状乳製品向け生乳に相当する数量は、製造特定生

乳ではなく、一般搬入分生乳として扱うものとする。 

（例）ある乳業工場が製造受託により生乳からクリームを製造し、委託元から当該

クリームを買い入れ、その後、同一工場内で当該クリームを原料に発酵乳等を

製造した場合、発酵乳等の原料となったクリーム向け生乳に相当する数量は、

製造特定生乳ではなく、一般搬入分生乳として扱うものとし、一般搬入分生乳

から発酵乳等が製造されたこととなる。 

これら製造特定生乳から製造された特定乳製品の品目は、生乳搬出入実績総括表

の備考欄に記入して報告させるものとする。 

オ 生乳搬出入実績総括表及び生乳搬出入実績日計表の報告においては、特定乳製品
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の製造のために搬入された生乳であって、エの条件に合致するものの数量を製造特

定生乳数量として報告させるものとする。 

カ 一般搬入分生乳とは、令第５条第２項第１号及び第２号の規定による交付対象事

業者別及び他の乳業工場別の加工原料乳の数量の算出及び用途に応じた区分ごとの

生乳の処理数量の算出に当たって案分計算の対象となる生乳である。 

交付対象事業者及び交付対象事業者以外の対象事業者により搬入された生乳及び

対象事業者から乳業者へ販売により搬入された生乳については、製造特定生乳以外

の一切の生乳が一般搬入分生乳となる。特定乳製品以外の牛乳・乳製品等の製造の

委託等に係る生乳も一般搬入分生乳として取り扱われる。 

他の乳業者の乳業工場から搬入された生乳については、製造特定生乳及び売買に

より搬入された生乳を除いたもの、すなわち、特定乳製品以外の牛乳・乳製品等の

製造の委託に係る生乳が一般搬入分生乳として取り扱われる。 

同一の乳業者の別の乳業工場から搬入された生乳については、製造特定生乳を除

いたもの、すなわち帳簿、伝票類等の記録により明らかに特定乳製品の製造のため

に搬入されたものと認められる生乳以外の全ての生乳は一般搬入分生乳として取り

扱われる。この場合、同一の乳業者の乳業工場の間においても生乳の搬出入を帳簿

上売買として整理しているものがあるが、これはあくまで経理事務上の整理に過ぎ

ないことから、これらの整理に係る生乳は加工原料乳数量認定事務上は、全て一般

搬入分生乳として取り扱われる。 

キ 生クリーム等の中間生産物の状態での乳業工場間の製造受委託について、ある乳

業工場で製造された生クリーム等の中間生産物が委託による特定乳製品の製造の

ために他の乳業工場へ売買によらず搬出され、当該他の乳業工場で特定乳製品に加

工された場合、当該特定乳製品は委託元の乳業工場で製造されたとして取り扱われ

る。ただし、契約書、帳簿、伝票類等の記録により、その搬出の時点において当該

特定乳製品の製造のために搬出されたことが明らかである生クリーム等の中間生

産物に限るものとし、当該中間生産物の原料となった生乳に相当する数量は、製造

特定生乳ではなく、一般搬入分生乳として扱うものとする。特に同一の乳業者の乳

業工場間における特定乳製品の製造受委託に関しては、各乳業工場の加工原料乳比

率の調整のために事後的に製造特定関係の操作が行われるおそれがあるため、契約

書、帳簿、伝票類等も必要に応じて附属書類として提出を求める等の措置により、

報告の精度を高めるよう留意する。   

ク 他の乳業工場へ搬出された生乳については、搬出先の乳業工場別に整理の上、そ

の数量を報告させるものとする。乳業者別ではなく、乳業工場別である点に注意す

る必要がある。 

また、乳業工場から乳業工場への生乳の搬出については第３の３及びアからクま

でに述べたのと同様に取り扱うものとする。 
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(Ⅳ)配乳実績総括表及び配乳実績日計表は、当該月に当該乳業工場において処理又は

加工された生乳の数量及びその処理又は加工の内訳に関する報告書である。当該処理

又は加工された生乳についての加工原料乳の数量等を把握し、交付対象事業者ごと及

び他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量等を算出するために必要な数量等を把握す

るため、生乳の処理又は加工の内訳を配乳の実績に応じて報告させることとする。 

配乳実績総括表の附表においては、分離にまわされた生乳が生クリーム及び脱脂

乳としてどのように配乳されたかの実績と三元分離器（スタンダーダイザー）により

生乳の脂肪率調整のため生乳から脂肪の一部を抽出して生クリームを生産した場合

の生クリーム及び部分脱脂乳の配乳の実績を生乳に換算して把握する。 

配乳実績総括表においてはこれらの生クリーム、脱脂乳及び部分脱脂乳として配

乳されたものの配乳実績に生乳で直接配乳されたものの配乳実績を加えて総合的に

製造品目別の配乳の実績を把握し、加工原料乳等の数量、一般搬入分加工原料乳比率

及び用途別処理比率を算出する。この報告に関しては、次の諸点について注意する。 

ア 生乳の配乳については、脂肪率に関係なく、その数量のみに着目して把握する。 

イ 生乳を分離にまわして生クリームと脱脂乳に分離した場合には、生乳は実際の生

クリームと脱脂乳の重量比にかかわらず、１対１の比率で分離されたものとみなし

て、生クリーム及び脱脂乳の配乳実績から当該配乳品目別の生乳の配乳数量を算出

するものとする。 

（例）１５０㎏の生乳を分離して生クリーム１５㎏と脱脂乳１３５㎏とし、この生ク

リームの５分の４をバターの製造に使用し、他はクリームとして市販し、脱脂乳

の３分の１を脱脂粉乳とし、他は加工乳に使用した場合 

生クリームに分離された生乳 １５０kg × １

２
× ＝７５kg

バターに配乳された生乳 ７５kg × ４

５
＝６０kg

クリームに配乳された生乳 ７５kg × １

５
＝１５kg

脱脂乳に分離された生乳 １５０kg × １

２
× ＝７５kg

脱脂粉乳に配乳された生乳 ７５kg × １

３
＝２５kg

加工乳に配乳された生乳 ７５kg × ２

３
＝５０kg

ウ 生クリームの配乳については、生クリームを全て脂肪量に換算して配乳の実績を

把握するものとし、脂肪率の異なる生クリームも脂肪量に換算して一種類のものと

して配乳の実績を報告する。 
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エ また、生クリームは、規格乳（畜産経営の安定に関する法律施行規則（昭和３６

年農林省令第５８号。第８の１において「規則」という。）第２条の規格に適合す

る生乳をいう。以下同じ。）の分離により生産された生クリーム、三元分離器によ

る脂肪の抽出により生産された生クリーム、規格乳以外の生乳の分離により生産さ

れた生クリーム及び他の乳業工場から搬入された生クリーム（特定乳製品の製造を

受託して搬入されたものを除く。）が混合して配乳されるため、特定乳製品及び牛

乳・乳製品等の品目ごとに配乳された生クリームについては、それぞれの数量の中

にこれらの生クリームがそれぞれの相互の比率に応じて含まれるものとみなす。こ

のうち、規格乳の分離により生産された生クリーム及び三元分離器による脂肪の抽

出により生産された生クリームについては、数量を算出し、これを生乳に換算して

加工原料乳の数量等を把握するものとしている。 

（例）ある乳業工場において、規格乳の分離により生産された生クリームが４０㎏、

三元分離器による脂肪の抽出により生産された生クリームが２０㎏、規格乳以

外の生乳の分離により生産された生クリームが３０㎏、他の乳業工場から特定

乳製品の製造を受託せずに搬入された生クリームが１０㎏、バターの製造を受

託して搬入された生クリームが５０kg で合計１５０㎏の生クリームを、バター

の製造に９０㎏、市販用クリームに６０㎏を配乳したとした場合に、バターの

製造を受託して搬入された生クリームは当該他の乳業工場における処理数量と

して認定されることから、バターの製造に向けられた生クリーム９０kgのうち、

規格乳の分離により生産された生クリーム及び三元分離器による脂肪の抽出に

より生産された生クリームのそれぞれの数量は次のように算出されることとな

る。 

規格乳の分離により生産された生クリーム： 

（９０kg−５０kg） ×
４０kg

１５０kg－５０kg
＝１６kg

三元分離器により生産された生クリーム： 

（９０kg−５０kg） ×
２０kg

１５０kg－５０kg
＝ ８kg

なお、特定乳製品の製造を受託して売買によらず搬入された生クリーム等の中

間生産物から製造された特定乳製品の原料である生乳は、生乳から中間生産物を

製造した委託元の乳業工場における加工原料乳として扱われるため、特定乳製品

を製造した委託先の乳業工場においては、当該乳業工場内で製造された他の特定

乳製品とは区分して配乳実績を把握するものとする。生クリーム等の中間生産物

から乳業工場間の製造受委託により製造された特定乳製品の品目は、委託元の乳

業工場においては、配乳実績総括表及びその附表に記入し、委託先の乳業工場に
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おいては、配乳実績総括表の附表に記入して報告するものとする。 

オ 市乳等向けの生乳の脂肪率調整のため三元分離器により生乳から脂肪の一部を抽

出して生クリームを生産し、その生クリームを特定乳製品等の製造に使用したとき

は、各特定乳製品等の品目ごとにその製造に使用した生クリームの数量を原単位及

びイに述べた比率により生乳の数量に換算し、当該換算された生乳の数量を特定乳

製品等向けに配乳された生乳の数量として算出し、これと見合う数量の生乳を、配

乳実績総括表の部分脱脂乳形態の欄の数量から控除するものとする。 

（例）エに述べた例によれば、当該乳業工場において三元分離器による脂肪の抽出に

より生産された生クリーム８㎏が特定乳製品等（この場合はバター）の製造に向

けられたのであり、この８㎏の生クリームを原単位により生乳に換算すると約８

０㎏となり、これの２分の１の約４０㎏がバターに配乳された加工原料乳として

把握される。この場合、脂肪率調整にまわされた生乳のうち、部分脱脂乳形態と

なったものの数量は、当該脂肪率調整にまわされた生乳の数量から約４０㎏を控

除して得た数量となる。 

カ 乳業工場内において一旦特定乳製品が製造され、その後特定乳製品以外の牛乳・

乳製品等の原材料として使用された場合、その特定乳製品の製造に使用された生乳

は、当該特定乳製品に配乳された生乳として加工原料乳となる。 

（例）ある乳業工場において生乳１００㎏が全粉乳向けに配乳され、これにより製

造された全粉乳が当該乳業工場においてアイスクリーム等に使用された場合も、

当該１００㎏の生乳は全粉乳向けに配乳された加工原料乳として取り扱い、発

酵乳等向け生乳としては取り扱わない。 

このような事例のある乳業工場については、特定乳製品等製造数量総括表の備考

欄に本項の適用の結果算出された数量であることを明記するように指導する。 

キ 乳業工場内において一旦生クリーム等の中間生産物以外の牛乳・乳製品等が製造

され、その後その牛乳・乳製品等以外の乳製品の原材料として使用された場合にも、

その牛乳・乳製品等の製造に使用された生乳は、カと同様に当該牛乳・乳製品等に

配乳された生乳とする。一方、当該乳業工場内において一旦生クリーム等の中間生

産物が生産され、その後これらの乳製品が別の乳製品の原材料として使用された場

合には、当該生クリーム等の中間生産物の生産に使用された生乳は、当該別の乳製

品に配乳された生乳とする。 

（例）ある乳業工場において生乳１００㎏が分離にまわされ、これにより生産され

た生クリームが当該乳業工場において加工乳に使用された場合、当該１００㎏

の２分の１の５０㎏の生乳は加工乳向けに配乳された生乳として取り扱う。こ

れは、生クリーム等の中間生産物が他の乳製品を製造するための中間生産物と

しての性格を有しているためであり、クリーム、脱脂乳（無脂肪牛乳）、部分

脱脂乳（成分調整牛乳、低脂肪牛乳）、濃縮乳又は脱脂濃縮乳として出荷され
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るものの原料のみがこれら乳製品の原料である生乳となる。 

ク 配乳実績上、特定乳製品の品目ごとの配乳数量のうち、委託等による特定乳製品

の製造のために搬入された生乳（中間生産物の状態での製造委託ではないことに留

意）の数量に相当する数量を製造特定生乳の数量として把握し、残余を一般搬入分

加工原料乳の数量として取り扱う。ただし、配乳実績上、ある特定乳製品に配乳さ

れた数量が、委託等による当該特定乳製品の製造のために搬入された生乳の数量よ

り少ない場合には、当該特定乳製品に配乳された数量を当該特定乳製品に係る製造

特定生乳の数量として取り扱うものとする。 

（例①）分離にまわされる生乳の全量を特定乳製品に加工する委託等の場合 

ある月にある乳業工場に、他の乳業工場から、バター及び脱脂粉乳の製造を委

託して１００㎏の生乳を搬入したことが搬出入の面で把握されるとともに、当該

月の当該乳業工場の配乳実績によればバターには１５０㎏、脱脂粉乳には１００

㎏の配乳がなされたことが把握された場合には、バターに係る製造特定生乳は１

００㎏の２分の１の５０㎏、バターに係る一般搬入分加工原料乳は１５０㎏から

５０㎏を控除した残りの１００㎏、脱脂粉乳に係る製造特定生乳は１００㎏の２

分の１の５０㎏、脱脂粉乳に係る一般搬入分加工原料乳は１００㎏から５０㎏を

控除した残りの５０㎏となる。この場合において、当該乳業工場の配乳実績上、

バターには３０㎏、脱脂粉乳には４０㎏の生乳しか配乳されていなかったときは、

バターに係る製造特定生乳は３０㎏、バターに係る一般搬入分加工原料乳は０㎏、

脱脂粉乳に係る製造特定生乳は３０㎏、脱脂粉乳に係る一般搬入分加工原料乳は

１０㎏、製造特定生乳として取り扱われるのは３０㎏と３０㎏で６０㎏というこ

ととなる。このような場合には、委託による特定乳製品の製造のために搬入され

た生乳の数量（この場合は１００㎏）より、現実に製造特定生乳として取り扱わ

れることとなる数量（この場合は６０㎏）が少なくなる。したがって、生乳搬出

入実績総括表の製造特定生乳の数量と配乳実績総括表の製造特定生乳の数量とは

一致しない場合もある。 

（例②）分離にまわされる生乳の一部を特定乳製品に加工する委託等の場合 

①の事例を適用して述べれば、委託内容がバターのみである場合には、搬入し

た生乳１００㎏のうち５０㎏がバターに係る製造特定生乳となり、配乳実績によ

り把握された数量とのいずれか少ない数量が製造特定生乳の数量となる。また、

委託内容がバターには５０㎏、脱脂粉乳には３０㎏の場合には、脱脂粉乳３０㎏

に見合うバター３０㎏がまず①により把握され、残りの２０㎏が上記に準じて把

握されることとなる。 

このため、製造特定生乳については、搬入者ごとの加工原料乳比率の調整のた

めに事後的に製造特定関係の操作が行われないよう、当該生乳の受委託等の内容

を確認し得る附属書類を添付して報告する。 
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ケ ナチュラルチーズの製造過程において生乳はカードとホエイに分離されるが、

その仕向けられた全量をチーズ向けに配乳された生乳として算出するものとする。 

 (Ⅴ)特定乳製品等製造数量総括表では、配乳の実績をその配乳の結果製造された特定

乳製品及び牛乳・乳製品等の数量の面から検証する。このため、配乳数量と特定乳製

品及び牛乳・乳製品等の製造数量との関連について、例えば特殊な製法又は副材料の

使用による特別の原単位関係の存在等の特別の事情がある場合には、その旨備考欄に

記載する。 

(Ⅵ)生乳用途別買入数量表及び生乳用途別買入価格表は、当該月に、当該乳業工場に

搬入された生乳のうち、交付対象事業者の行った対象事業に係るものについての用途

別買入数量及びその価格に関する報告であり、これにより交付対象事業者からの用途

別販売数量及びその価格を検証する。 

３ 交付対象事業者からの報告の徴収 

(１)生乳販売事業等報告書の徴収

都道府県知事は、知事対象事業者（令第１６条第２項の表の「知事対象事業者」を

いう。以下同じ。）から、毎月８日までに、前月に係る当該知事対象事業者の

ア 搬入先別搬入生乳数量

イ 農家還元脱脂乳取扱数量

等について生乳販売事業等報告書（別記様式第３号）を提出させるものとし、附属書

類として生乳生産者団体からの農家還元脱脂乳の購買申込書の写しを添付させるも

のとする。ただし、第３号対象事業者（法第２条第４項第３号の「第３号対象事業」

を行う者をいう。以下同じ。）が、別記様式第１号と別記様式第３号が同一の内容で

ある旨を都道府県知事に対して報告する場合には、当該第３号対象事業者による提出

を省略させることができる。 

(２)生乳用途別販売数量等報告書

都道府県知事は、毎月２０日までに、知事対象事業者から、前月に係る当該知事対

象事業者の生乳用途別販売数量及び生乳用途別販売価格について、生乳用途別販売数

量等報告書（別記様式第４号）を提出させるものとする。ただし、第３号対象事業者

が、別記様式第２号と別記様式第４号が同一の内容である旨を都道府県知事に対して

報告する場合には、当該第３号対象事業者による提出を省略させることができる。

(３)その他の報告の徴収

都道府県知事は、（１）及び（２）のほか必要のあるときはその都度、知事対象事

業者から数量認定等の事務上必要と認める事項について報告を徴収するものとする。

なお、大臣対象事業者（令第１６条第１項の表の「大臣対象事業者」をいう。以下同

じ。）については、独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）を経由

して農林水産大臣に報告を行うものとし、都道府県知事による報告の徴収は要しない。 

４ その他の者からの報告の徴収 
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都道府県知事は、乳業者から徴収した報告又は知事対象事業者から徴収した報告の

内容を検証するために必要があると認めるときは、その都度、乳業工場の製品の出荷

先、さらにその出荷先から当該製品を購入して販売した者、交付対象事業者以外で乳

業工場に生乳を搬入している者、交付対象事業者に生乳を販売又は生乳の販売を委託

した者、交付対象事業者から生乳の販売の委託を受けた者等の関係者から、必要な事

項について報告を求めるものとする。 

５ 報告の内容の検証 

(１)都道府県知事は、当該都道府県の区域内の全ての乳業工場ごとに徴収した加工原料

乳数量等報告書及び加工原料乳数量等内訳報告書については、次の方法によりその内

容を検証する。 

(Ⅰ)搬入生乳数量及び製造特定生乳数量等については、知事対象事業者があるときは、

当該知事対象事業者その他当該乳業工場に生乳を搬入している者からの報告と照合

することによって検証する。 

(Ⅱ)配乳実績の報告書については、品目ごとの製品の製造数量を原単位により換算し

た生乳の数量と照合することによって検証する。 

この場合、原単位としては、第９の乳製品原単位表に記載した数値を用いるものと

し、特別の理由のある場合を除き、配乳実績として報告されている数量は、この原単

位を用いて製品の数量から算出した生乳の数量の範囲内とする。 

(Ⅲ)牛乳・乳製品等の製造数量に関する報告については、必要と認める場合には当該

乳業工場の牛乳・乳製品等の出荷先又はさらにその出荷先から当該製品を販売した先

等からその出荷数量、売買数量等について報告を求めてその報告の数字と照合するこ

とによって検証する。 

(Ⅳ)生乳の用途別買入数量及び用途別買入価格については、知事対象事業者があると

きは、当該知事対象事業者からの生乳の用途別販売数量及び用途別販売価格の報告と

照合することによって検証する。 

(Ⅴ)農家還元脱脂乳の数量については、知事対象事業者からの報告書中の農家還元脱

脂乳取扱数量の報告の数字及びその附属書類として徴収した生乳生産者団体の農家

還元脱脂乳購買申込書の写しの数字と照合することによって検証する。 

(Ⅵ)製造特定生乳については、当該生乳の受委託又は販売に係る内容を確認し得る契

約書、帳簿、伝票類等の製造受委託の関係又は当該生乳と特定乳製品の製造との関係

を明らかにする帳簿類等を報告書の附属書類として徴収し、これと照合することによ

って検証する。 

(Ⅶ)以上のほか、特に必要と認める場合には、報告書の附属書類として製造日報、受

乳、配乳日報等の帳票類等、報告書作成の原資料となった記録類を徴収し、これらに

記載された数字とも照合することによって検証する。 

(２)都道府県知事は、知事対象事業者があるときは、当該知事対象事業者から徴収した
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生乳用途別販売数量等報告書について、他の都道府県知事から送付を受けた用途別取

引数量等通知書の写し又は乳業工場からの報告書中の生乳用途別買入数量及び生乳用

途別買入価格と照合することによってその内容を検証する。 

６ 立入検査 

(１)立入検査を行う場合 

乳業者又は知事対象事業者の事務所その他の事業場に対する立入検査は、 

ア 報告書の内容を５に述べた方法により書類上で検証した結果、その信ぴょう性

について疑問が生じたとき 

イ 報告書の内容が、従来のそれに比べて著しく変動しているとき 

例えば、搬出又は搬入された生乳の数量、処理又は加工された生乳の数量、加

工原料乳の比率又は用途別処理の比率、特定乳製品等の品目構成等について、先

月の報告書のそれと著しい相異がみられるようなとき。 

等において報告書の内容の検証等、数量認定等を適正に実施するため、必要に応じ

て行うものとする。 

(２)立入検査の手続 

(Ⅰ)都道府県知事は、あらかじめ数量認定事務担当職員を定め、数量認定事務職員身

分証明書（別記様式第５号）を交付しておくものとする。 

(Ⅱ)立入検査の実施に当たっては、数量認定事務担当職員は都道府県知事の命を受け

数量認定事務職員身分証明書を携帯して行うものとし、関係者から求められたときは、

これを提示するものとする。 

(３)立入検査の方法 

立入検査は、数量認定等の適正を確保するため、乳業者又は知事対象事業者等の事

務所、乳業工場倉庫等の事業場に立ち入り、必要な伝票、帳簿類の提示を求めてこれ

を検査し、又は特定乳製品等の在庫数量等を確認し、これらの数字と報告書の数字と

の照合及び両者に食い違いのある場合にはその原因の追求と関係者の説明の聴取等を

行うことにより行うものとする。 

(４)立入検査の実施に当たって注意すべき事項 

(Ⅰ)立入検査の実施に当たっては、できる限り被検査者の業務の妨げとならないよう

努めるものとし、このため、あらかじめ必要な検査事項を整理し、能率的な検査を行

うようにするとともに、検査実施の時期、時間等の決定に当たっても、被検査者の業

務の状況を勘案して行うようにするものとする。 

(Ⅱ)有効な検査の実施には被検査者の協力が必要であることから、最初に被検査者に

対して検査の趣旨及び目的を十分に説明し、その理解と協力を得るよう努めるものと

する。 

(Ⅲ)検査事項は、数量認定等の事務上必要最小限度の事項に限定するものとし、不必

要な事項について検査を行ってはならない。 
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７ 報告書及び立入検査の結果等の取扱い 

(１)乳業者及び知事対象事業者等から徴収した各種報告書及びその附属書類並びにこれ

らの者に対する立入検査の実施により知り得た事実等については、令第１６条第５項

に定めるほか数量認定等の事務の実施以外の目的には利用してはならない。 

(２)各種報告書及びその附属書類、立入検査の内容並びに検査の結果を記載した書類は

厳重なる注意をもって保管する等数量認定等の事務の実施に当たって知り得た事実の

秘密保持については特に細心の注意を払わなければならない。 

(３)各種報告書及びその附属書類、立入検査の内容、検査の結果を記載した書類並びに

各種の通知書及び数量認定書の原議の保存期限は、当該翌年度から起算して５年間と

する。 

第５ 加工原料乳の数量の算出と通知 

都道府県知事は、第４により乳業者等からの報告の徴収及びその内容の検証を行うこ

とにより、当該都道府県の区域内の乳業工場ごとの加工原料乳の数量を把握するととも

に、直ちに次の１から３までの手順により、毎月の交付対象事業者ごとの加工原料乳の

数量を算出し、関係者に通知しなければならない。この過程において、乳業者から交付

対象事業者に支払われる生乳代金の算定の基礎となる加工原料乳の数量が算出され、通

知されることとなるので、生乳代金の早急な支払いを確保する上からも、この毎月の加

工原料乳の数量の算出と通知の事務はできるだけ迅速に行われることが必要である。 

１ 加工原料乳の数量の算出 

(１)他の乳業工場から搬入された生乳に係る加工原料乳の数量（令第５条第２項第２

号）

ア 都道府県知事は、まず当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、次の算式によ

り当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当

該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量を算出しなければならない。

�
当該他の乳業工場から

の一般搬入分生乳数量
� × �一般搬入分加工原料乳比率ｒi�＋�

当該他の乳業工場から

の製造特定生乳数量
� 

注 1 一般搬入分加工原料乳比率ｒi は配乳実績総括表ｒ1,r2 及び r4 から r6 までをそのまま用いる。 

2 製造特定生乳数量は、普通は、生乳搬出入実績総括表の製造特定生乳の欄の数字をそのまま用いるが、

第４の２の(２)の(Ⅳ)のクに述べたところにより、配乳実績総括表の製造特定生乳の数量が生乳搬出

入実績総括表の製造特定生乳の数量より少ないときは配乳実績総括表の製造特定生乳の数量を用い

るものとする。

3 一般搬入分生乳数量は、当該他の乳業工場から搬入された生乳の合計数量から、製造特定生乳の数量

を控除した数量とする。

4 乳業工場ごとに算出する数量は、小数点以下第１位を四捨五入して㎏単位の数量を算出するものとす

る。 

イ この場合において、「他の都道府県の区域内の乳業工場」に係る加工原料乳の

数量を算出したときは、その数量を加工原料乳数量乳業工場分通知書（別記様式
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第６号）により、遅滞なく、当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。 

(２)交付対象事業者から搬入された生乳に係る加工原料乳の数量（令第５条第２項第

１号）

ア 都道府県知事は、次に、当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、当該乳業工

場に搬入された生乳（他の乳業工場から搬入されたものを除く。）で交付対象事

業者が行った対象事業に係るもの（当該乳業工場から他の乳業工場に売買により

搬出されたものを除く。）についての当該交付対象事業者ごとの加工原料乳の数

量を算出しなければならない。そのうち、当該乳業工場で処理又は加工した部分

に係る加工原料乳の数量は、次の算式により算出される。

�
当該交付対象事業者から

の一般搬入分生乳数量
�×

Ａ＋Ｄ－Ｒ

Ａ＋Ｄ
× 一般搬入加工原料乳比率ｒi 

 ＋当該交付対象事業者からの製造特定生乳数量 

注 1 一般搬入分加工原料乳比率ｒi、製造特定生乳数量及び一般搬入分生乳数量は（１）のアの算式の注 1、

2、3 に同じ。

 2 Ａ、Ｄ、Ｒは、普通は生乳搬出入実績総括表の、Ａ、Ｄ、Ｒの欄の数字を示すが、(１)のアの算式の

注 2、3により製造特定生乳の数量等が修正されたときは、その結果により修正されたＡ、Ｄ、Ｒ欄の

数字を示す。

 また、これにより算出する割合は、小数点以下による比率を用いるのではなく、分数を用いて計算す

るものとする。

3 計算の過程で算出される生乳の数量は、小数点以下四捨五入等の処理を行わず計算するものとする。

 また、交付対象事業者ごとに算出する数量は、小数点以下第１位を四捨五入して kg 単位の数量を算出

するものとする。

イ 当該乳業工場が、他の乳業工場に生乳を売買によらず搬出していないとき、す

なわち生乳を全然搬出していないか又は売買のみにより搬出しているときは、ア

の算式により算出された結果が交付対象事業者ごとの加工原料乳の数量となる

が、当該乳業工場が他の乳業工場に生乳を売買によらず搬出しているときは、次

の算式により算出された数量をアの結果に加えた数量が交付対象事業者ごとの

加工原料乳の数量となる。

�
当該乳業工場から他の乳業工場に搬出

された生乳に係る加工原料乳の合計数量
�×

当該交付対象事業者の一般搬入分生乳の数量

Ａ ＋ Ｄ
 

注 1 当該乳業工場から他の乳業工場に搬出された生乳に係る加工原料乳の数量は、当該他の乳業工場が同

一の都道府県の区域内に所在する場合には、(１)のアにより算出され、当該他の乳業工場が他の都道

府県の区域内に所在する場合には、(１)のイにより通知されることとなっている。

 2 当該交付対象事業者の一般搬入分生乳の数量については、(１)のアの算式の注 3 に同じ。

 3 Ａ、Ｄについてはアの算式の注 2 に同じ。 

２ 加工原料乳の数量の通知 

 １の（２）のア及びイにより加工原料乳の数量を算出したときは、遅滞なく、加工

原料乳数量通知書（別記様式第７号）により各交付対象事業者に通知するとともに、
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その写しを他の乳業工場に送付し、他の都道府県知事又は農林水産大臣が認定を行う

交付対象事業者の加工原料乳の数量については、加工原料乳数量交付対象事業者分通

知書（別記様式第８号）により当該他の都道府県知事又は農林水産大臣に通知しなけ

ればならない。 

３ 交付対象事業者ごとの加工原料乳の数量の算出と通知（令第５条第４項） 

次に都道府県知事は、知事対象事業者について１の（２）のア及びイにより算出し

た加工原料乳の数量並びに２により他の都道府県知事から加工原料乳数量交付対象事

業者分通知書により通知を受けた加工原料乳の数量を合計してその月に当該知事対象

事業者が行った対象事業に係る加工原料乳の数量を算出し、遅滞なく、月間認定対象

数量通知書（別記様式第９号）により当該知事対象事業者に通知するものとする。 

  また、当該通知書の写しを機構に送付するものとする。 

第６ 加工原料乳の数量の認定 

都道府県知事は、毎四半期終了後遅くとも２５日以内に、知事対象事業者ごとに、当

該四半期の各月につき、加工原料乳の数量を合計して、法第７条第１項の都道府県知事

が認定する数量として認定し、加工原料乳数量認定書（別記様式第１０号）を当該知事

対象事業者に交付するものとする。 

また、当該認定書の写しを機構に送付するものとする。 

第７ 生乳の用途別処理数量並びに取引数量及び価格の算出と確認 

都道府県知事は、第５により当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに加工原料乳の数

量の算出等を行った後、遅滞なく次の１から４までの手順により、毎月の乳業工場ごと

及び交付対象事業者ごとの用途に応じた区分ごとの生乳の処理数量（以下「用途別処理

数量」という。）の算出並びに用途に応じた区分ごとの生乳の取引数量及び価格（以下

「用途別取引数量等」という。）の確認を行い、関係者に通知するものとする。 

用途別処理数量の算出についても、加工原料乳の数量の算出と同様に「乳業工場ごと」

に行うのが基本である。 

また、用途別取引数量等の確認についても、交付対象事業者が行った対象事業に係る

生乳について「乳業工場ごと」に行うのが基本である。 

１ 用途別処理数量の算出 

（１）他の乳業工場から搬入された生乳に係る用途別処理数量 

ア 都道府県知事は、まず当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、次の算式によ

り当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該

他の乳業工場ごとの用途別処理数量を算出するものとする。 

�
当該他の乳業工場から

の一般搬入分生乳数量
�× �

一般搬入分生乳の

用途別処理比率ｒi
�

注 1 一般搬入分生乳の用途別処理比率ｒiは配乳実績総括表ｒ7からｒ9 までをそれぞれ用いる。

2 一般搬入分生乳数量は、当該他の乳業工場から搬入された生乳の合計数量から、製造特定生乳の数量
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を控除した数量とする。

3 乳業工場ごとに算出する数量は、小数点以下第１位を四捨五入して㎏単位の数量を算出するものとす

る。

イ この場合において、「他の都道府県の区域内の乳業工場」に係る用途別処理数

量を算出したときは、その数量を、用途別処理数量乳業工場分通知書（別記様式

第１１号）により、遅滞なく、当該他の都道府県の知事に通知するものとする。 

（２）交付対象事業者から搬入された生乳に係る用途別処理数量 

ア 都道府県知事は、次に、当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、当該乳業工

場に搬入された生乳（他の乳業工場から搬入されたものを除く。）で交付対象事

業者が行った対象事業に係るもの（当該乳業工場から他の乳業工場に売買により

搬出されたものを除く。）についての当該交付対象事業者ごとの用途別処理数量

を算出するものとする。このうち、当該乳業工場で処理又は加工した部分に係る

用途別処理数量は、次の算式により算出するものとする。 

�
当該交付対象事業者から

の一般搬入分生乳数量
�×

Ａ＋Ｄ－Ｒ

Ａ＋Ｄ
× �

一般搬入分生乳の

用途別処理比率ｒi
�

 注 1  一般搬入分生乳の用途別処理比率ｒi及び一般搬入分生乳数量はアの①の算式の注 1 及び 2 に同じ。

2 Ａ、Ｄ、Ｒは、普通は生乳搬出入実績総括表のＡ、Ｄ、Ｒの欄の数字を示すが、第４の２の（２）の

（Ⅳ）のクにより製造特定生乳の数量等が修正されたときは、その結果により修正されたＡ、Ｄ、Ｒ

欄の数字を示す。

また、これにより算出する割合は、小数点以下による比率を用いるのではなく、分数を用いて計算す

るものとする。

3 計算の過程で算出される生乳の数量は、小数点以下四捨五入等の処理を行わず計算するものとする。 

また、交付対象事業者ごとに算出する数量は、小数点以下第１位を四捨五入して kg 単位の数量を算出

するものとする。

イ 当該乳業工場が、他の乳業工場に生乳を売買によらず搬出していないとき、す

なわち生乳を全然搬出していないか又は売買のみにより搬出しているときは、ア

の算式により算出された結果が交付対象事業者ごとの用途別処理数量となるが、

当該乳業工場が他の乳業工場に生乳を売買によらず搬出しているときは、次の算

式により算出された数量をアの結果に加えた数量が交付対象事業者ごとの用途別

処理数量となる。 

�
当該乳業工場から他の乳業

工場に搬出された生乳に係る各

用途別処理数量の合計数量

� ×
当該交付対象事業者の一般搬入分生乳の数量

Ａ ＋ Ｄ

注 1 当該乳業工場から他の乳業工場に搬出された生乳に係る各用途別処理数量は、当該他の乳業工場が同一

の都道府県の区域内に所在し、又は所在するとみなされる場合には、（１）のアにより算出され、当該

他の乳業工場が他の都道府県の区域内に所在する場合には、（１）のイにより通知されることとなって

いる。
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2 当該交付対象事業者の一般搬入分生乳の数量については、（１）のアの算式の注 2 に同じ。

3 Ａ、Ｄについてはアの算式の注 2 に同じ。 

２ 用途別処理数量の通知 

都道府県知事は、１の（２）のア及びイにより用途別処理数量を算出したときは、

遅滞なく用途別処理数量通知書（別記様式第１２号）により、各交付対象事業者に通

知するとともに、その写しを当該都道府県の区域内の乳業工場（他の知事対象事業者

又は大臣対象事業者に係るものにあっては、当該他の都道府県の区域内の乳業工場及

び当該他の都道府県知事又は農林水産大臣）に送付するものとする。 

３ 交付対象事業者ごとの用途別処理数量の算出 

次に都道府県知事は、知事対象事業者があるときは、当該知事対象事業者について１

の（２）のア及びイ及びにより算出した用途別処理数量並びに２により他の都道府県

知事から送付された用途別処理数量通知書の写しに記載された用途別処理数量を合計

してその月に当該知事対象事業者が行った対象事業に係る用途別処理数量を算出する

ものとする。 

４ 用途別取引数量等の報告の徴収 

(１)用途別取引数量等の把握

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の乳業工場ごとに、当該乳業工場に搬入さ

れた生乳（他の乳業工場から搬入されたものを除く。）であって交付対象事業者が行

った対象事業に係るもの（当該乳業工場から他の乳業工場に売買により搬出されたも

のを除く。）についての当該交付対象事業者ごとの用途別取引数量等を把握するもの

とする。 

(２)用途別取引数量等の通知

（１）により用途別取引数量等を把握したときは、遅滞なく用途別取引数量等通知

書（別記様式第１３号）により、各交付対象事業者に通知するとともに、他の知事対

象事業者又は大臣対象事業者に係るものにあっては、その写しを当該他の都道府県知

事又は農林水産大臣に送付するものとする。 

(３)用途別処理数量及び用途別取引数量等の確認

都道府県知事は、知事対象事業者があるときは、３により算出した数量及び（１）

により把握し、又は（２）により送付を受けた数量を合計したものをそれぞれ用途別

処理数量及び用途別取引数量等として確認し、生乳用途別取引数量等確認通知書（別

記様式第１４号）を当該交付対象事業者に交付するものとする。 

第８ その他 

１ 生乳取引契約 

生乳取引においては、生乳取引契約に基づき販売価格を加工原料乳及びその他の生

乳の区分により約定することとされており、かつ、この場合の加工原料乳の数量は、

令第５条第２項前段の規定により都道府県知事が算出した同項第１号に掲げる数量に
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基づくこととしている（規則第１４条第１号二及び第２号ハ)ことから、乳業者が処理

した数量と乳業者が交付対象事業者と取引した数量が一致することとなる。 

交付対象事業者が締結する生乳取引契約については、「乳業工場ごと」ではなく、

「乳業者ごと」に締結することに留意する必要がある。 

２ 乳業工場の把握 

都道府県知事は乳業工場の新設、移転又は廃止の状況について把握しておくととも

に、当該新設等が行われる１か月前までに、乳業工場新設等報告書（別記様式第１５

号）により、農林水産省畜産局長に報告するものとする。 

３ 全国連再委託販売 

都道府県知事は、第５及び第７により交付対象事業者ごとの加工原料乳の数量等を

算出する場合において、全国連再委託販売（交付対象事業者が、生産者から販売の委

託を受けた生乳をさらに全国の区域を地区とする農業協同組合連合会（以下「全国連」

という。）に販売の委託をすることをいう。）に係る生乳がある場合には、交付対象

事業者ごとの加工原料乳の数量等の算出及び通知の例に準じて当該生乳に係る加工原

料乳の数量等の算出及び当該全国連への通知をするものとする。 

４  端数調整 

第５及び第７により算出された交付対象事業者ごとの加工原料乳数量及び用途別

処理数量の合計が、当該交付対象事業者が乳業工場に搬入した生乳数量と一致しない

場合において、関係者間で疑義が生じ、端数調整が必要となったときは、特定乳製品

向け以外で数量が最大となっている品目で調整を行う。なお、当該乳業工場が特定乳

製品向けのみを製造している場合は、その中で数量が最大となっている品目で調整を

行うものとする。 
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第９ 乳製品原単位表 

特定乳製品等品目 

特定乳製品等１㎏を製

造するに必要な生乳(脂

肪率３．２％)数量 
備   考 

バ タ ー

脱 脂 粉 乳

全 脂 加 糖 れ ん 乳 

脱 脂 加 糖 れ ん 乳 

全 粉 乳 

加 糖 粉 乳 

（しょ糖１５％） 

全 脂 無 糖 れ ん 乳 

脱 脂 乳 

クリーム (35%もの)

〃  (40%もの) 

〃  (45%もの) 

〃  (50%もの) 

ナチュラルチーズ

ゴーダ 

チェダー

エダム

濃 縮 乳 

脱 脂 濃 縮 乳 

㎏ 

２６．９８ 

１３．５３ 

２．８０ 

３．８２ 

９．１７ 

７．８１ 

２．４３ 

１．１０ 

１１．０７ 

１２．６３ 

１４．２０ 

１５．７８ 

１０．５１ 

１０．８２ 

９．７６ 

２．４３ 

３．８２ 

kg 

脱脂乳必要量 12.30 

脱脂乳必要量  3.47 

脂肪量の場合 31.63 

脱脂乳必要量 3.47 

附 則（平成 26 年４月１日付け 25生畜第 2230 号） 

１ この通知は、平成 26年４月１日から施行する。 

２ チーズ向け生乳の製造受委託がない乳業者の平成 26年９月分までの数量認定等につい

ては、この通知による改正前の加工原料乳数量認定等事務実施要領の様式による報告も認

めるものとする。 

附 則（平成 29 年３月 24 日付け 28生畜第 1176号） 

この通知は、平成 29年４月１日から施行する。 
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附 則（平成 30 年１月 10 日付け 29生畜第 810号） 

この通知は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月 31 日付け 29生畜第 1494号） 

この通知は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年 12月 20日付け 30生畜第 1144号） 

この通知は、平成 30年 12月 30日から施行する。 

附 則（平成 31 年３月 25 日付け 30生畜第 1466号） 

この通知は、平成 31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１月４日付け２生畜第 1555 号） 

この通知は、令和３年１月４日から施行する。 

附 則（令和４年３月 31日付け３畜産第 1867号） 

１ この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 中間生産物の状態での特定乳製品の製造受委託がない乳業者の令和５年３月分までの

数量認定等については、この通知による改正前の加工原料乳数量認定等事務実施要領の

様式による報告も認めるものとする。 
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（様式第１号）

○ ○県 （都　道　府）知　事　　殿

○○乳業株式会社 △△乳業工場
工場長 □□　　□□　　　　　　

令和○○年○○月　加工原料乳数量等報告書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

　令和○○年○○月中に当工場において処理、加工した生乳に係る加工原料乳の数量等について、生乳搬出入実績総括表、配乳
実績総括表及び特定乳製品等製造数量総括表により報告します。
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第１表　生乳搬出入実績総括表

１　搬入実績表

（単位：kg）

クリーム向け
生乳

濃縮乳向け
生乳

脱脂濃縮乳向け
生乳

小計

（Ａ） （Ｂ１） （Ｂ２） （Ｂ３） （Ｂ４） （Ｂ５） （Ｂ６） （Ｃ）

（Ｄ） （Ｅ１） （Ｅ２） （Ｅ３） （Ｅ４） （Ｅ５） （Ｅ６） （Ｆ）

（Ｇ） （Ｈ１） （Ｈ２） （Ｈ３） （Ｈ４） （Ｈ５） （Ｈ６） （Ｉ） （Ｊ）

（Ｋ） （Ｌ１） （Ｌ２） （Ｌ３） （Ｌ４） （Ｌ５） （Ｌ６） （Ｍ） （Ｎ）

搬入者名 一般搬入分生乳

製造特定生乳

乳業者間買分
生乳

合計 規格外 備考
脱脂粉乳・バ

ター等向け生乳
チーズ向け生乳

液状乳製品向け生乳

第
１
号
対
象
事
業
者 第１号対象事業者分合計

第
２
号
対
象
事
業
者 第２号対象事業者分合計

第
３
号
対
象
事
業
者 第３号対象事業者分合計

交付対象事業者分合計

搬入分合計

その他（交付対象事業者以外）分合計

他
乳
業
工
場

他乳業工場搬入分合計
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２　搬出実績表
（単位：kg）

クリーム向け生
乳

濃縮乳向け
生乳

脱脂濃縮乳向け
生乳

小計

搬出分合計 （Ｏ） （Ｐ１） （Ｐ２） （Ｐ３） （Ｐ４） （Ｐ５） （Ｐ６） （Ｑ） （Ｒ）

他
乳
業
工
場

搬出先名
一般搬出分

生乳

製造特定生乳

乳業者間売分
生乳

合計 規格外 備考
脱脂粉乳・バ

ター等向け生乳
チーズ向け

生乳

液状乳製品向け生乳
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３　総括表

（単位：kg）

クリーム向け生
乳

濃縮乳向け生乳
脱脂濃縮乳向け

生乳
小計

（Ｋ） （Ｌ１） （Ｌ２） （Ｌ３） （Ｌ４） （Ｌ５） （Ｌ６） （Ｍ） （Ｎ）

（Ｏ） （Ｐ1） （Ｐ２） （Ｐ３） （Ｐ４） （Ｐ５） （Ｐ６） （Ｑ） （Ｒ）

前月繰越
生乳数量

翌月繰越
生乳数量

（Ｔ） （Ｕ）

備考合計

脱脂粉乳・バ
ター等向け生乳

チーズ向け
生乳

規格外

（Ｖ）=（Ｓ）+（Ｔ）-（Ｕ）

一般搬出入分
生乳

乳業者間売買分
生乳

（Ｓ）=（Ｎ）-（Ｒ）　　当月分処理可能生乳数量

　　搬出生乳数量合計

製造特定生乳

液状乳製品向け生乳

繰
越

　　搬入生乳数量合計

繰越増減生乳数量 当月分処理生乳数量

（Ｔ）-（Ｕ）
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（単位：kg）

他乳業工場名

クリーム

濃縮乳

脱脂濃縮乳

他乳業工場名

クリーム

濃縮乳

脱脂濃縮乳

（注）１　液状乳製品の搬出入（液状乳製品の製造委託による売買によらない搬出入を
除く。）があった場合は、総括表の備考として、本表に記入する。

２　クリームの量は、脂肪量で記入し、（）書きで脂肪量割合を記入する。
３　濃縮乳は（）書きで濃縮割合を記入する。
４　必要があれば、記入欄を追加、分割する。

４　総括表（備考）

他乳業工場から搬入した液状乳製品

他乳業工場へ搬出した液状乳製品
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第２表　配乳実績総括表
（単位：kg）

製造委託数量
生クリーム

形態
脱脂乳形態

生クリーム
形態

部分脱脂乳
形態

合計
製造特定
生乳分

一般搬入
生乳分

イ１ ト１

ワ１

① ② ③ ｒ１=③/㉙

ロ１ カ１ チ１

④ ⑤ ⑥ ｒ２=⑥/㉙

ハ リ ⑦ ⑧ ⑨ r４=⑨/㉙

ヨ１ ⑩ ⑪ ⑫ r５=⑫/㉙

⑬ ⑭ ⑮ r６=⑮/㉙

⑯ ⑰ ⑱ ｒ３＝⑱/㉙

ｒ=（③＋⑥＋⑱）/㉙

ニ タ ヌ

⑲ (⑲) ｒ７=⑲/㉙

ホ１ ル１

レ１

⑳ (⑳) r８=⑳/㉙

その他の品目 ヘ ソ ヲ ㉑ (㉑) r９=１-(r１+r２+r３+r７+r８)

減耗

合計 ㉒ ㉓=a×1/2 ㉔=a×1/2 ㉕=b×1/2 ㉖ ㉗ ㉘ ㉙

(注）　 製造委託数量は、生乳を分離・抽出等せず、そのまま濃縮し、中間生産物の状態で特定乳製品の製造を委託した場合に、製造品目ごとに配乳数量（生乳換算量）を記載する。また、備考欄に委託先の工場名を記載する。

製造品目等
生乳直接
配乳数量

分離まわし生乳
配乳数量

脂肪率調整抽出による
配乳数量

合計配乳数量
一般搬入分加工原料乳比率又
は用途別処理比率

備考

加
工
原
料
乳

バター

脱脂粉乳

全脂加糖れん乳

脱脂加糖れん乳

全粉乳

加糖粉乳

全脂無糖れん乳

農家還元脱脂乳

脱・バ等向け生乳小計

ナチュラルチーズ（ハード）

ナチュラルチーズ（ソフト）

チーズ向け生乳小計

クリーム

濃縮乳

脱脂濃縮乳

液状乳製品向け生乳小計

小計

飲
用
牛
乳

等

牛乳

学校給食用牛乳

加工乳

小計

発
酵
乳
等

発酵乳

乳飲料

乳酸菌飲料

アイスクリーム類

無脂肪牛乳

成分調整牛乳

低脂肪牛乳

その他乳等食品

小計
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第３表　配乳実績総括表　附表

[Ⅰ]生クリーム形態配乳実績表（脂肪量）
（単位：kg）

飲用牛乳等向け

バター クリーム 加工乳

小計
うち製造委
託のため搬
出した数量

（Ａ) （Ｂ) ① ② 自工場製造

委託により他
工場で製造

（Ｃ) （Ｄ１) （Ｄ２) （Ｄ３) （Ｄ4) （Ｅ１) （Ｅ２) （Ｆ) （Ｇ) （Ｈ１) （Ｈ２) （Ｈ３) （Ｉ）

加工原料乳処理比率又は用途別処理比率 α１=Ｄ1/Ｃ β１=Ｅ１/Ｃ γ=Ｆ/Ｃ δ=Ｇ/Ｃ ε１=Ｈ１/Ｃ ζ=Ｉ/Ｃ
分離分 イ１=α１×a×１/２ ロ１=β１×a×１/２ ハ=γ×a×１/２ ニ=δ×a×１/２ ホ１=ε１×a×１/２ ヘ=ζ×a×１/２

脂肪率調整分 ト１=α１×b×１/２ チ１=β１×b×１/２ リ=γ×b×１/２ ヌ=δ×b×１/２ ル１=ε１×b×１/２ ヲ=ζ×b×１/２

分離まわし
生乳総量

a

(注）　 １　（Ｄn）、（Ｅn）及び（Ｈn)は用途別の品目(区分)ごとにそれぞれの配乳数量記入するものとし、さらに配乳数量の検証上必要があれば、記入欄を適当に分割して使用する。

２　加工原料乳処理量又は用途別処理量は、小数点以下第１位を四捨五入してkg単位の数量を算出する。

　なお、特定乳製品向けのみを製造している場合はその中で数量が最大となっている品目で調整を行う。

３　２により数量を算出した結果、分離分の合計数量又は脂肪率調整分の合計数量がそれぞれ分離まわし生乳総量の１／２の数量又は脂肪率調整相当生乳量の１／２の数量と合致しない場合
は、特定乳製品向け以外で数量が最大となっている品目で調整を行う。

発酵乳等向け

その他
の

品目向
け

ナチュ
ラル
チーズ
（ハー
ド）

ナチュラル
チーズ
（ソフト）

合計

その他
生クリー
ム量

当月分
処理量

４　規格外の生乳の分離により生産された生クリーム等数量認定等の対象外になるものは、その他生クリーム量に含めることとし、自工場由来生クリーム量には含めない。

加工原料乳処理量又は用途別処理量

特定乳製品向け自工場由来生クリーム量

分離による生ク
リーム生産量

脂肪率調整によ
る抽出生クリー

ム生産量

脂肪率調整相当生乳
数量

b=(Ｂ)×31.63
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[Ⅱ]脱脂乳形態配乳実績表（分離まわしによる脱脂乳形態からの配乳実績）
（単位：kg）

飲用牛乳等向け

分離による
脱脂乳生産
量

うち製造委
託のため搬
出した数量

脱脂粉乳
脱脂加
糖れん
乳

農家還
元脱脂
乳

脂肪調整用
ナチュラル
チーズ（ハー
ド）

ナチュラル
チーズ（ソフ
ト）

濃縮乳 脱脂濃縮乳 加工乳
無脂肪
牛乳

（Ｊ) ① ② 自工場製造

委託により他
工場で製造

（Ｋ) （Ｌ１) （Ｌ２) （Ｌ３) （Ｌ４) （Ｍ１) （Ｍ２) （Ｎ１) （Ｎ２) （Ｏ) （Ｐ１) （Ｐ２) （Ｐ３) （Ｑ)

η１=Ｌ１/Ｋ θ１=Ｍ１/Ｋ ι１=Ｎ１/Ｋ κ=Ｏ/Ｋ λ１=Ｐ１/Ｋ μ=Ｑ/Ｋ

ワ１=η１×a×１/２ カ１=θ１×a×１/２ ヨ１=ι×a×１/２ タ=κ×a×１/２ レ１=λ１×a×１/２ ソ=μ×a×１/２

分離まわし生乳総量 ａ

（注）　１　（Ｌn）、（Ｍn）、及び（Ｐn)は、用途別の品目(区分)ごとにそれぞれの配乳数量を記入するものとし、さらに配乳数量の検証上必要があれば、記入欄を適当に分割して使用する。
２　加工原料乳処理量又は用途別処理量は、小数点以下第１位を四者五入してkg単位の数量を算出する。
３　２により数量を算出した結果の合計数量が分離まわし生乳総量の１／２の数量と合致しない場合は、特定乳製品向け以外で数量が最大となっている品目で調整を行う。

なお、特定乳製品向けのみを製造している場合はその中で数量が最大となっている品目で調整を行う。

その他の
品目向け

特定乳製品向け
その他
脱脂乳

量
当月分処理量

発酵乳等向け

５　脱脂濃縮乳の状態で他工場に特定乳製品の製造を委託した場合は、濃縮前の脱脂乳の実重量を記入する。
４　「その他脱脂乳量」は他の乳業工場から搬入された脱脂乳の数量を記入する。規格乳以外の生乳から分離された脱脂乳は含まない。

加工原料乳処理量又は用途別処理量

加工原料乳処理比率又は用途別処理比率

合計

30



[Ⅲ]部分脱脂乳形態配乳実績表（脂肪率調整による部分脱脂乳形態からの配乳実績）
（単位：kg）

発酵乳等向
け

飲料乳 乳酸菌飲料
アイスク
リーム類

無脂肪牛乳
成分調整牛
乳

低脂肪牛乳
その他乳等

食品

Ｃ （Ｒ） （Ｓ）

発酵乳等向け生乳処理量 [Ｃ－{[Ⅰ]の（Ｂ）欄}×３１．６３×１／２]×νｎ

　　　　２　「発酵乳等向け」の欄は、発酵乳等の品目（区分）に配分された部分脱脂乳量を製造日報又は伝票、月報等の製造関係の記録に基づいて記入する。

　　　　３　発酵乳等向け生乳処理量は、小数点以下第１位を四捨五入してkg単位の数量を算出する。

　　　　４　配乳数量の検証上必要があれば、記入欄を適当に分割して使用する。

処理比率

生乳処理量

（注）　１　本表は、生乳の脂肪率の調整のため一部の脂肪を除去した部分脱脂乳形態による配乳の実績を把握し、発酵乳等の品目(区分）ごとに部分脱脂乳形態で配乳を記入する。配乳された数量から生乳の数量を算出するためのものであり、
　　　　　Ｃは当該乳業工場における脂肪率調整抽出向けに配乳された生乳の数量の合計数量、（Ｒ）は、Ｃから生産された部分脱脂乳の数量、（Ｓ）は（Ｒ）と「その他部分脱脂乳量」の合計数量

脂肪調整分
仕向け生乳
総量

部分脱脂乳
生産量

その他部分
脱脂乳量

当月分処理
量

発酵乳等向け

備考
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（単位：kg）

他乳業工場名 合計

生クリーム

脱脂乳

濃縮乳

脱脂濃縮乳

他乳業工場名 合計

生クリーム

脱脂乳

濃縮乳

脱脂濃縮乳

（注）１　特定乳製品の製造委託のための中間生産物の搬出入があった場合に記載する。
２　生クリームは脂肪量、脱脂乳は実重量、濃縮乳は生乳換算量、脱脂濃縮乳は濃縮前の脱脂乳の実重量

を記入する。
３　必要があれば、記入欄を追加、分割する。

他乳業工場から搬入した中間生産物

Ⅳ　中間生産物搬出入実績表

他乳業工場へ搬出した中間生産物
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第４表　特定乳製品等製造数量総括表

製造特定生乳以外分
脱脂粉乳・バター等向け生乳 チーズ向け生乳 液状乳製品向け生乳 （一般搬入分）

バラ

その他

家庭用

注；その他の品目については、摘要欄に具体的な品目を記入する。

品目
合計

製造特定生乳分

（単位：kg又は㍑）
生産数量

摘要

バター

業務用

脱脂粉乳

全脂加糖れん乳

脱脂加糖れん乳

全粉乳

加糖粉乳

全脂無糖れん乳

農家還元脱脂乳

ナチュラルチーズ（ハード）

ナチュラルチーズ（ソフト）

クリーム

濃縮乳

脱脂濃縮乳

牛乳

学校給食用牛乳

加工乳

その他の品目

発酵乳

乳飲料

乳酸菌飲料

アイスクリーム類

成分調整牛乳

その他乳等食品

低脂肪牛乳

無脂肪牛乳
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加工原料乳数量等報告書の記入注意 

１ 全般的注意 

(１)生乳の数量は、各表中に特段の指示のない限り、規格乳の数量のみを記入する。

(２)加工原料乳とは、畜産経営の安定に関する法律第２条第２項の加工原料乳であり、特定乳製品とは法第５条第１項の特定

乳製品すなわち、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳、脱脂加糖れん乳、全粉乳、加糖粉乳、全脂無糖れん乳、脱脂乳、ナ

チュラルチーズ、クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳であり、全脂無糖れん乳については、缶に密封し、かつ、滅菌したもの

に限られ、脱脂乳は、子牛の飼養の用に供されるものとして乳業者が交付対象事業者の対象事業に伴い締結する契約に基づ

き譲渡する方法により取引されるもの（加工原料乳数量認定等事務実施要領（以下「認定要領」という。）の｢農家還元脱脂

乳｣をいう。）に限られる。 

(３)飲用牛乳等とは、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下「乳等省令」という。）第２条第３項及び第１１項に規

定する牛乳及び加工乳のうち生乳を原料とするものをいう。 

(４)発酵乳等とは、乳等省令第２条第８項、第９項、第１０項、第２０項及び第３９項から第４１項までに規定する発酵乳、

乳飲料、乳酸菌飲料、アイスクリーム類、無脂肪牛乳及び成分調整牛乳並びに低脂肪牛乳のうち生乳を原料とするもの並び

に菓子類及び氷菓をいう。 

(５)クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳とは、それぞれ、乳等省令第２条第１３項、第２４項及び第２５項に規定するもののう

ち生乳を原料とするものをいう。 

(６)その他の品目とは、（２）から（５）以外のものであって生乳を原料とするものをいう。

(７)生乳及び牛乳・乳製品等の数量は、㎏まで記入し、１㎏未満の数量は切り捨てるものとする。

(８)各種比率を記入し、又はこれを用いて他の数量を算出する場合には、小数点以下による比率を用いるのではなく、分数に

より記入し、又は用いるものとする。 

(９)本報告書の作成提出期限は、翌月８日までとされているが、これは遅くとも８日には都道府県に必着のことという意味で

あるから、郵送日数も考慮し、期日以前に到着するよう出来るだけ早く作成、提出することが必要である。 

また、都道府県知事が８日までに必着し難いと認める場合には、まずＦＡＸ等により８日までに送信し、その後速やかに
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郵送等により報告しなければならない。 

２ 第１表 生乳搬出入実績総括表の記入注意 

(１)本表は、生乳受払日報若しくは伝票又は月報等の生乳搬出入関係の記録に基づき記入する。繰越の関係については、配乳

月報等の配乳関係の記録に基づいて記入する。 

(２)「第１号対象事業者から第３号対象事業者」の欄には、当工場に生乳を搬入した交付対象事業者の名称とそのそれぞれが

搬入した生乳の数量を「一般搬入分生乳」、「製造特定生乳（脱脂粉乳・バター等向け生乳）」、「製造特定生乳（チーズ

向け生乳）」及び「製造特定生乳（液状乳製品向け生乳）」とに区分して記入する。 

  第１号対象事業者及び第３号対象事業者が自ら所有する施設で乳製品を製造する場合、自ら搬入した生乳が他の生乳と合

乳される場合は、一般搬入分生乳とする。一方、他の生乳と合乳せずに特定乳製品を製造する場合は製造特定生乳とする。 

(３)「その他（交付対象事業者以外）分合計」の欄には、交付対象事業者以外が搬入した生乳の数量を一括して「一般搬入分

生乳」と「製造特定生乳」とに区分して記入する。 

(４)「他乳業工場」の欄には、当工場に生乳を搬入した他の乳業工場（当工場と同一の乳業者の乳業工場も含む。）の名称と

それぞれが搬入した生乳の数量を「一般搬入分生乳」、「製造特定生乳（脱脂粉乳・バター等向け生乳）」、「製造特定生

乳（チーズ向け生乳）」、「製造特定生乳（液状乳製品向け生乳）」及び「乳業者間買分生乳」とに区分して記入する。 

(５)「同一乳業者」の欄には、出資等により設立された系列会社を含まない。

(６)「２ 搬出実績表」の「他乳業者」の欄には、当工場から生乳を搬出した先の他の乳業工場の名称と、それぞれに搬出し

た生乳の数量を「一般搬出分生乳」、「製造特定生乳（脱脂粉乳・バター等向け生乳）」、「製造特定生乳（チーズ向け生

乳）」、「製造特定生乳（液状乳製品向け生乳）」及び「乳業者間売分生乳」とに区分して記入する。 

(７)「一般搬入分生乳」の欄には、「交付対象事業者」及び「その他（交付対象事業者以外）分合計」の場合は搬入した生乳

のうち、「製造特定生乳（脱脂粉乳・バター等向け生乳）」、「製造特定生乳（チーズ向け生乳）」及び「製造特定生乳

（液状乳製品向け生乳）」を除いたものの数量を記入し、「他乳業工場」の場合は搬入した生乳のうち、「製造特定生乳

（脱脂粉乳・バター等向け生乳）」、「製造特定生乳（チーズ向け生乳）」、「製造特定生乳（液状乳製品向け生乳）」及

び「乳業者間買分生乳」を除いたものの数量を記入する。 
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(８)「製造特定生乳（脱脂粉乳・バター等向け生乳）」、「製造特定生乳（チーズ向け生乳）」及び「製造特定生乳（液状乳

製品向け生乳）」の欄には、記録上、搬入された時点において、特定乳製品の製造のために搬入されたことが明らかである

生乳についてのみ、搬入者ごとに、委託内容等に応じた生乳の数量又は生乳換算した数量を記入する。 

(９)「製造特定生乳（脱脂粉乳・バター等向け生乳）」、「製造特定生乳（チーズ向け生乳）」及び「製造特定生乳（液状乳

製品向け生乳）」に係る特定乳製品の品目については、備考欄に記入する。一つの交付対象事業者等が２以上の品目の特定

乳製品に係る製造特定分生乳を搬入しているときは、その品目ごとの数量を明らかにして記載するものとする。 

(10)「２ 搬出実績表」の「一般搬出分生乳」、「製造特定生乳（脱脂粉乳・バター等向け生乳）」、「製造特定生乳（チー

ズ向け生乳）」及び「製造特定生乳（液状乳製品向け生乳）」についても、(８)から(10)までに述べたところと同じである。 

(11)交付対象事業者が、全国の区域をその地区とする農業協同組合連合会等交付対象事業者以外の者に委託して販売した生乳

は、当該交付対象事業者が搬入したものとして記入し、備考にその旨記載すること。 

３ 第２表 配乳実績総括表の記入注意 

(１)「無脂肪牛乳」、「成分調整牛乳」「低脂肪牛乳」、「クリーム」、「脱脂濃縮乳」及び「濃縮乳」は、無脂肪牛乳、成

分調整牛乳、低脂肪牛乳、クリーム、脱脂濃縮乳又は濃縮乳として出荷されるもののみをいうことから、これら乳製品に配

乳される生乳の数量のみを該当する欄に記入するものとする。 

(２)「減耗」の欄には、搬入後配乳までの間の減耗数量を一括して記入する。

(３)製品として販売されない自家消費用又は社内試用等のために配乳される生乳数量は「その他の品目」の欄に記入するもの

とする。

(４)「生乳直接配乳数量」の欄は、配乳日報若しくは伝票又は月報等配乳、製造関係の記録により記入する。

(５)生乳を分離・抽出等せず、濃縮等の処理を行い中間生産物の状態で他の乳業工場へ特定乳製品の製造委託を行った場合、

「生乳直接配乳数量」の欄のうち「製造委託数量」の欄に生乳数量を記入する。 

(６)「分離まわし生乳配乳数量」の欄の合計の欄（㉓及び㉔）には、配乳、製造関係の記録により分離にまわされた生乳の総

数量に１／２を乗じて得た数量を記入し、「加工原料乳」等の欄は、第３表の附表〔Ⅰ〕の「加工原料乳処理量又は用途別

処理量」の「分離分」の欄の数量及び附表〔Ⅱ〕の「加工原料乳処理量又は用途別処理量」の欄の数量により記入する。 

(７)「脂肪率調整抽出による配乳数量」の「生クリーム形態」の合計の欄（㉕）には、第３表の附表〔Ⅰ〕の「脂肪率調整相
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当生乳量」の欄の数量に１／２を乗じて得た数量を記入し、「加工原料乳」等の欄は、第３表の附表〔Ⅰ〕の「加工原料乳

処理量又は用途別処理量」の「脂肪率調整分」の欄の数量により記入する。 

(８)「脂肪率調整抽出による配乳数量」の「部分脱脂乳形態」の合計の欄（㉖）には、配乳、製造関係の記録により脂肪率調

整抽出にまわされた生乳の総数量から㉕を控除した数量を記入し、「発酵乳等」の欄は、第３表の附表〔Ⅲ〕の「発酵乳等

向け生乳処理量」の欄の数量により記入する。 

(９)「製造特定生乳分」は、各品目ごとに、原則として、第１表の「製造特定生乳」の数量を記入するが、その数量が、この

表の品目ごとの「合計配乳数量」の「合計」の数量を上回るときは、この「合計」の数量をそのまま「製造特定生乳分」の

数量として記入する。したがってこのような場合には、第１表の(Ｌ１、Ｌ２及びＬ６)欄の数量とこの表の(②、⑤及び⑰)

欄の数量とは一致しない。 

(10)「一般搬入生乳分」の欄には、「合計」欄の数量から、「製造特定生乳分」欄の数量を控除した数量を記入する。

(11) ㉗の欄の数量は、第１表の「当月分処理生乳数量」(Ｖ)の欄の数量と一致することとなる。

(12)「一般搬入分加工原料乳比率又は用途別処理比率」については、全ての乳業工場において算出し記載する。

４ 第３表 配乳実績総括表附表の記入注意 

(１)本表は〔Ⅰ〕が生クリームの使用配分の実績を把握するとともにそれに基づいて特定乳製品及び牛乳・乳製品等の品目ご

とに生クリームの形態で配乳された生乳の数量を算出するためのものであり、〔Ⅱ〕は脱脂乳の配乳の実績を把握するとと

もにそれに基づいて特定乳製品及び牛乳・乳製品等の品目ごとに脱脂乳形態で配乳された生乳の数量を算出するためのもの

であり、いずれも、分離関係の日報若しくは伝票又は月報及びバター、脱脂粉乳等の製造日報若しくは伝票又は月報等の分

離関係及び製造関係の記録に基づいて記入する。 

(２)「分離まわし生乳総量」は第２表の「分離まわし生乳配乳数量」の合計の㉓及び㉔の欄の数量を合計した数量と同じもの

を用いることとなる。したがって、規格乳で分離にまわされた生乳の数量である。 

(３)〔Ⅰ〕では生クリームは脂肪量に換算して記入することとしているが、当工場で使用される生クリームの脂肪率が一定で

ある場合は、生クリームの実重量で記入してもよい。この場合〔Ⅰ〕の「(脂肪量)」は抹消しておくこと。 

(４)「分離による生クリーム生産量」(Ａ)欄は、規格乳で分離にまわされたもの、すなわち第２表の㉓欄に記入された数量の

生乳から生産された生クリームの数量を記入する。 
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(５)「脂肪率調整による抽出生クリーム生産量」(Ｂ)欄は、三元分離器(スタンダーダイザー)により、生乳の脂肪調整のため

一部の脂肪を抽出して生産した生クリームの数量を記入する。 

(６)(４)及び(５)の数量のうち、中間生産物の状態で他の乳業工場へ特定乳製品の製造委託を行った場合、その数量の合計を

「うち製造委託のため拠出した数量」の欄に記入する。 

(７)「その他生クリーム量」の欄は、規格乳以外の生乳の分離により生産された生クリーム、生クリームの形態で特定乳製品

の製造を受託せずに他の乳業工場から搬入されたもの等数量認定等の対象外となるものの合計数量を記入する。 

(８)〔Ⅰ〕の「当月分処理量」は、(４)、(５)及び(７)の合計数量を「自工場製造」又は「委託により他工場で製造」に分け

て記入するとともに、（Ｃ）の欄にはそれらの合計数量を記入する。 

(９)〔Ⅰ〕の(Ｄ1)(Ｄ2)・・・の欄には、脱脂粉乳・バター等に配乳されたすべての生クリームの数量を、(Ｅ1)・・・の欄に

は、ナチュラルチーズに配乳されたすべての生クリームの数量を、(Ｇ)の欄には、加工乳に配乳されたすべての生クリーム

の数量を、(Ｈ1)(Ｈ2)・・・の欄には、発酵乳等に配乳されたすべての生クリームの数量を、(Ｉ)の欄には、その他の品目に

配乳されたすべての生クリームの数量をそれぞれ記入するとともに、特定乳製品向けの生クリームの数量については、当該

数量を「自工場製造」と「委託により他工場で製造」に分けて記入する。また、(Ｆ)の欄には残余のすべての生クリームの

数量を記入する。したがってこれらの合計数量は、(Ｃ)の数量と一致する。なお、欄が不足する場合は欄を適当に分割して

使用する。

(10)〔Ⅱ〕では、脱脂乳は、実重量で記入する。

(11）（10）の数量のうち、中間生産物の状態で他の乳業工場へ特定乳製品の製造委託を行った場合、その数量の合計を「うち

製造委託のため搬出した数量」の欄に記入する。 

(12)「分離による脱脂乳生産量」(Ｊ)欄は、規格乳で分離にまわされたもの、すなわち第２表の㉔欄に記入された数量の生乳

から生産された脱脂乳の数量を記入する。 

(13)「その他脱脂乳量」は、他の乳業工場から特定乳製品の製造を受託せずに搬入された脱脂乳の数量を記入する。規格乳以

外の生乳から分離された脱脂乳は含まない。 

(14)〔Ⅱ〕の「当月分処理量」は、(12)及び(13)の合計数量を「自工場製造」又は「委託により他工場で製造」に分けて記入

するとともに、（Ｋ）の欄にはそれらの合計数量を記入する。 

(15)(Ｌ1)(Ｌ2)・・・の欄には、脱脂粉乳・バター等に配乳された当月分処理脱脂乳の数量を、(Ｍ１) ・・・の欄には、ナチ
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ュラルチーズに配乳された当月分処理脱脂乳の数量を、（Ｎ1）(Ｎ2)の欄には、濃縮乳及び脱脂濃縮乳に配乳された当月分処

理脱脂乳の数量を、（Ｏ）の欄には、加工乳に配乳された当月分処理脱脂乳の数量を、(Ｐ2)(Ｐ3)・・・の欄には、発酵乳等

に配乳された当月分処理脱脂乳の数量を、(Ｑ)の欄には、その他の品目に配乳された当月分処理脱脂乳の数量をそれぞれ記

入するとともに、当該数量を「自工場製造」又は「委託により他工場で製造」に分けて記入する。また、(Ｐ1)の欄には残余

の当月分処理脱脂乳の数量を記入する。したがってこれらの合計数量は、(Ｋ)の当月分処理量の数量と一致する。なお、欄

が不足する場合は欄を適当に分割して使用する。 

(16)「加工原料乳処理比率又は用途別処理比率」は、特定乳製品又は牛乳・乳製品等の製造のために配乳された生クリーム又

は脱脂乳のうち、数量の認定又は確認の対象となるものに対応する生乳の数量を特定乳製品又は牛乳・乳製品等の品目ごと

に算出するための比率である。その算出の過程は次のとおりである。 

）Ｃ（　

）（Ｄ
＝

生産量（Ａ）分離による生クリーム

当月分処理量（Ｃ）

生産量（Ａ）分離による生クリーム
）Ｄ当該品目向け配乳量（

　＝αリーム生産量の比率　（ア）分離による生ク
 
i

i

i

×

ただし、i は品目を示す。バターの場合は
（Ｃ）

）（Ｄ
＝α

1
1 となる。 

）Ｃ（　

）（Ｄ
＝

）生クリーム生産量（Ｂ脂肪率調整による抽出

当月分処理量（Ｃ）

）生クリーム生産量（Ｂ脂肪率調整による抽出
）Ｄ当該品目向け配乳量（

　＝
率生クリーム生産量の比

脂肪率調整による抽出
（イ）

 
i

i ×

このように分離による生クリーム生産量の比率 iα と同一の値となることから、脂肪率調整による抽出生クリーム生産

量の比率も iα を用いることとする。 

）Ｋ（　

）（Ｌ
＝

生産量（Ｊ）分離による生クリーム

当月分処理量（Ｋ）

量（Ｊ）分離による脱脂乳生産
）Ｌ当該品目向け配乳量（

　＝乳生産量の比率　（ウ）分離による脱脂
 
i

i

i

×
η
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ただし、i は品目を示す。バターの場合は
（Ｋ）

）（Ｌ
＝

1
1η となる。 

(17)(16)で算出された各比率を用いて、次のように「加工原料乳処理量又は用途別処理量」を算出する。 

(ア)分離による生クリーム生産量分(〔Ⅰ〕の「分離分」)＝分離まわし生乳総量(ａ)×αｉ×１／２

(イ)脂肪率調整による抽出生クリーム生産量分(〔Ⅰ〕の「脂肪率調整分」)＝脂肪率調整相当生乳量×αｉ×１／２

＝脂肪率調整による抽出生クリーム生産量(Ｂ)×31.63×αｉ ×１／２ 

ただし、生クリームの実重量により記入した場合には、本要領の特定乳製品等原単位表の生クリームの生乳換算率を用

いる。 

(ウ)分離による脱脂乳生産量分(〔Ⅱ〕の「加工原料乳処理量」)＝分離まわし生乳総量(ａ)×ηｉ×１／２

５ 第４表 特定乳製品等製造数量総括表の記入注意 

本表は特定乳製品等の製造量の月計量であって、品目別に製造特定生乳分とそれ以外(一般搬入分)とに分けて製造月報等

に基づいて作成する。ただし、本表は第２表の配乳実績を製品数量から原単位により原料生乳数量を逆算する方法により検

証するためのものであるから摘要の欄はこの検証に当たって考慮することが必要と考えられる事項(例えば副材料の名称や認

定等の対象外となる生乳から生産された数量等)を記入すること。 

６ その他 

認定要領に基づいて算出した数量について、例えば負の数になるなど不合理な点が生じる場合は、乳業工場は当該工場が所

在する都道府県の畜産主務課に報告内容について個別に協議することができるものとする。また、当該都道府県は、個別に協

議があった場合、その内容について、農林水産省牛乳乳製品課に報告するものとする。 
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（様式第２号）

県 （都　道　府）知　事　　殿

○○乳業株式会社 △△乳業工場
工場長 □□　　□□　　　　　　

令和○○年○○月　加工原料乳数量等内訳報告書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

　令和〇〇年〇〇月中に当工場において処理、加工した生乳等の内訳について、生乳搬出入実績日計表、配乳実績日計表、生乳
用途別買入数量表及び生乳用途別買入価格表により報告します。
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第１表　生乳搬出入実績日計表
（単位：kg）

一般 特定 一般 特定 一般 特定 一般 特定 一般 特定 一般 特定 買入 一般 特定 買入 一般 特定 買入 一般 特定 売却 一般 特定 売却

1

2

3

4

5

6

7

29

30

31

合計

交付対象事業者分 他の乳業工場分
搬出先乳業工場別搬出生乳数量

合計

搬入者別搬入数量
その他（交付対象事業者以外）分

合計小計小計
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第２表　配乳実績日計表
（単位：kg）

液状乳製品向け

全脂加糖
れん乳

全粉乳 加糖粉乳
全脂無糖
れん乳

小計
ナチュラ
ルチーズ
（ハード）

ナチュラ
ルチーズ
（ソフト）

小計 濃縮乳

1

2

3

4

5

6

7

29

30

31

合計

その他
牛乳 加工乳 発酵乳

特定乳製品向け以外特定乳製品向け

学校給
食用牛

乳

備考減耗 合計
小計

脱脂粉乳・バター等向け
分離
まわし

脂肪調
整抽出
生クリー
ム生産
量

脂肪調
整部分
脱脂乳
生産量

チーズ向け
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第３表　生乳用途別買入数量表
（単位：kg）

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取
引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取
引

うち
入札取

引

合計

（注）　１　直接、全国連再委託等の区分を備考欄に記入すること。
　　　　２　発酵乳等向けについて、更に区分けして取引している場合は、区分けして記入すること。

第４表　生乳用途別買入価格表
（単位：円／kg）

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取
引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取
引

うち
入札取

引

総平均

（注）　１　直接、全国連再委託等の区分を備考欄に記入すること。
　　　　２　発酵乳等向けについて、更に区分けして取引している場合は、区分けして記入すること。
　　　　３　消費税抜きの価格を記入すること。
　　　　４　平均及び総平均は加重平均価格を記入すること。

 脱脂粉乳・バター等向け チーズ向け
小計

（チーズ向け）

液状乳製品向け

牛乳脱脂濃縮乳向け

小計
（液状乳製品向け）

小計
（加工
原料
乳）

交付対
象事業
者名

加工原料乳 飲用牛乳等向け 発酵乳等向け

小計ハード ソフト クリーム向け 小計

平均 備考
加工乳 平均

合計 備考
加工乳

平均ソフト

学校給
食用牛
乳

チーズ向け
平均

（チーズ向け）

液状乳製品向け

牛乳クリーム向け

平均
（液状乳製品向け）

平均
（加工原
料乳）

濃縮乳向け

交付対
象事業
者名

加工原料乳 飲用牛乳等向け

 脱脂粉乳・バター等向け 学校給
食用牛
乳

濃縮乳向け 脱脂濃縮乳向け

発酵乳等向け

ハード
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加工原料乳数量等内訳報告書の記入注意 

１ 第１表 生乳搬出入実績日計表の記入注意 

（１）本表は、当該乳業工場における生乳の搬出入の日計表で様式第１号第１表の内訳を示すものであり、受乳配乳日報(伝

票)、送乳日報(伝票)等に基づいて作成する。 

 ただし、本表は様式第１号第１表の内訳を示す表であるから、当該乳業工場で使用している受乳配乳日報の写し又は様

式第１号第１表を日ごとに作成したもので代えることができる。 

（２）一般とは様式第１号第１表の一般搬出入分生乳である。

（３）特定とは様式第１号第１表の製造特定生乳である。

（４）買入及び売却とは、様式第１号第１表の乳業者間買分生乳及び乳業者間売分生乳である。

２ 第２表 配乳実績日計表の記入注意 

 本表は、当該乳業工場において生乳のまま配乳されたものについての日計表であって、様式第１号第２表の内訳を示すも

のであり、特定乳製品(品目別)向け、牛乳・乳製品等（品目別）向け及び分離まわしに分けて、配乳日報(伝票)、製造日報

(伝票)等に基づいて作成する。 

 脂肪調整(三元分離器による)による抽出生クリーム及び部分脱脂乳は、生乳に換算せずその生産量をそのまま計上する。

ただし、本表は様式第１号第２表の内訳を示す表であるから、当該乳業工場で使用している製造日報、分離日報等の写し又

は様式第１号第２表を日ごとに作成したもので代えることができる。 

３ 第３表 生乳用途別買入数量表の記入注意 

(１)本表は、加工原料乳生産者経営安定対策事業等の事業の円滑な実施を図るとともに、交付対象事業者との用途に応じた区

分ごとの生乳の取引数量を把握するために行うものであり、生乳取引に係る乳代精算書等の記録に基づき交付対象事業者ご

とに記入する。 

(２)加工原料乳の数量は、都道府県知事から通知を受けた加工原料乳数量通知書（様式第７号）の写しに記載されている加工

原料乳の数量を記入する。 

(３)数量は一般取引分（入札取引分以外）と入札取引分とを分けて記入する。
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４ 第４表 生乳用途別買入価格表の記入注意 

(１)本表は、加工原料乳生産者経営安定対策事業等の事業の円滑な実施を図るとともに、交付対象事業者との用途に応じた区

分ごとの生乳の取引価格を把握するために行うものであり、生乳取引に係る乳代精算書等の記録に基づき交付対象事業者ご

とに記入する。 

(２)平均の欄には、交付対象事業者ごとの生乳の買入価格の加重平均を記入する。

(３)総平均の欄には、用途に応じた区分ごとの生乳の買入価格の加重平均を記入する。

(４)価格は一般取引分（入札取引分以外）と入札取引分とを分けて記入する。

46



（様式第３号）

県 （都　道　府）知　事　　殿
又は　農 林 水 産 大 臣　　殿

　　都　道　府　県
　　団　体　名　等
　　代　表　者　氏　名　

令和〇〇年○○月　生乳販売事業等報告書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

　令和〇〇年〇〇月分生乳販売事業について、次の第１表から第４表までにより報告します。
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第１表　搬入先別搬入生乳数量

（単位：kg）

クリーム向
け

濃縮乳向け
脱脂濃縮乳

向け
小計

合計

注：脱脂粉乳・バター等向けを「脱・バ等向け」とする。

乳
業
工
場

一　般
搬入分

区分 製造特定生
乳分（脱・
バ等向け）

搬入先

番号 工場(団体)名
製造特定生乳分（液状乳製品向け）製造特定生

乳分（チー
ズ向け）

備考

搬入生乳数量

合計 規格外
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第２表　集乳数量

（単位：kg）

規格乳 規格外

集乳分
（認定計算対象外）

合計

※ 第２号、第３号対象事業者については、「会員搬入分」の区分に自ら生産し、乳業工場に搬入した生乳数量を記入する。

※ 交付対象事業者が集乳した生乳を「認定計算対象」と「認定計算対象外」の生乳に分けて報告すること。
「認定計算対象外」の生乳については、「生乳の販売（生乳から製造される乳製品の販売を含む。以下同じ。）を主たる目的
として飼養される乳用牛の生乳」に該当しないものとする。例えば、試験研究、教育等、生乳の販売以外
を主たる目的として飼養される乳用牛の生乳は、「生乳の販売を主たる目的として飼養される乳用牛の生乳」に該当しない
ため、認定計算対象外として扱うものとする。

※ 「認定計算対象」については、「他の交付対象事業者からの再委託・買取分」とそれ以外の「会員搬入分」を分けて
報告すること。「他の交対象事業者からの再委託・買取分」については、交付対象事業者ごとの内訳を記入すること。

集乳分
（認定計算対象）

区分
搬入生乳量

備考

会員搬入分

他の交付対象事業者からの
再委託・買取分

合計
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第３表　搬入先別搬入生乳数量内訳表
（単位：kg）

小計

1

2

3

4

5

6

7

8

29

30

31

合計

（注）規格乳分は各日欄の下部に、規格外はその上部に（　）して記入すること。

直接出荷分 他対象事業者
再委託分

月日 総計
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第４表　農家還元脱脂乳取扱数量
（単位：kg）

購入先乳業工場名 取扱脱脂乳数量 備考

合計
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（様式第４号）

県 （都　道　府）知　事　　殿
又は　農 林 水 産 大 臣　　殿

　　都　道　府　県

　　団　体　名　等

　　代　表　者　氏　名　

令和〇〇年○○月　生乳用途別販売数量等報告書

　令和〇〇年〇〇月分生乳用途別販売数量等について、次の第１表及び第２表により報告します。

令和〇〇年〇〇月〇〇日
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第１表　生乳用途別販売数量表
（単位：kg）

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取
引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取
引

うち
入札取

引

合計

（注）　１　直接、全国連再委託等の区分を備考欄に記入すること。
２　発酵乳等向けについて、更に区分けして取引している場合は、区分けして記入すること。

第２表　生乳用途別販売価格表
（単位：円／kg）

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取
引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取

引

うち
入札取

引

うち
一般取
引

うち
入札取

引

総平均

（注）　１　直接、全国連再委託等の区分を備考欄に記入すること。
２　発酵乳等向けについて、更に区分けして取引している場合は、区分けして記入すること。
３　消費税抜きの価格を記入すること。
４　平均及び総平均は加重平均価格を記入すること。

乳業工
場名

加工原料乳 飲用牛乳等向け

 脱脂粉乳・バター等向け 学校給
食用牛
乳

濃縮乳向け 脱脂濃縮乳向け

発酵乳等向け

ハード ソフト

学校給
食用牛
乳

チーズ向け
平均

（チーズ向け）

液状乳製品向け

牛乳クリーム向け

平均
（液状乳製品向け）

平均
（加工
原料
乳）

濃縮乳向け 小計

平均 備考
加工乳 平均

合計 備考
加工乳

平均

乳業工
場名

加工原料乳 飲用牛乳等向け 発酵乳等向け

小計ハード ソフト クリーム向け
 脱脂粉乳・バター等向け

チーズ向け
小計

（チーズ向け）

液状乳製品向け

牛乳脱脂濃縮乳向け

小計
（液状乳製品向け）

小計
（加工
原料
乳）
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表 

第

号所

属

氏

名

年

月

日
生

数

量

認

定

職

員

身

分

証

明

書

年

月

日
発
行

都
道
府
県
知
事

写

真

貼

付

こ
の
証
明
書
を
携
帯
す
る
者
は
、
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
権
限
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
。

畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
第
二
十
九
条
の
規
定

（
報
告
及
び
検
査
）

第
二
十
九
条

（
略
）

２

農
林
水
産
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に

必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
加
工
原

料
乳
若
し
く
は
特
定
乳
製
品
の
生
産
者
若
し
く
は
販
売
業
者
若
し

く
は
指
定
乳
製
品
等
の
輸
入
業
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
直
接
又
は
間

接
の
構
成
員
と
な
つ
て
い
る
団
体
を
含
む
。
）
に
対
し
、
生
乳
の
処

理
若
し
く
は
加
工
の
数
量
若
し
く
は
指
定
乳
製
品
等
の
輸
入
価
格

そ
の
他
必
要
な
事
項
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
こ

れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類

そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯

罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（様 式 第 ５ 号） 

裏 
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（様式第６号）

　　県 （都　道　府）知　事　　殿

（単位：kg）

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

脱脂粉
乳・バ
ター等
向け生

乳

チーズ
向け生

乳

液状乳製品向け生乳

令和〇〇年○○月　加工原料乳数量乳業工場分通知書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

  県 （都　道　府）知　事

　令和〇〇年〇〇月中に貴県（都道府）の区域内の乳業工場から当県（都道府）の区域内の乳業工場に搬入された生乳のうちの加工原料乳の数量を次表のとおり算出したので通知します。

搬 入 先
乳 業 工
場 名

搬 出 乳
業

工 場 名

搬 入 生
乳

数 量

製造特定生乳数量
一般搬入分

加工原料乳数量
合計加工原料乳数量

脱脂粉
乳・バ
ター等
向け生

乳

チーズ
向け生

乳

液状乳製品向け生乳
脱脂粉
乳・バ
ター等
向け生

乳

チーズ
向け生

乳

液状乳製品向け生乳
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（様式第７号）

　　都　道　府　県
　　団　体　名　等
　　代　表　者　氏　名　殿

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

液状乳製品向け生乳
脱脂粉
乳・バ
ター等
向け生

乳

令和○○年○○月　加工原料乳数量通知書

令和〇〇年〇〇月〇〇日　

  　県 （都　道　府）知　事

　令和〇〇年〇〇月中に（団体名等・代表者氏名）が取り扱った生乳の数量のうちの加工原料乳の搬入先乳業工場別の数量を次表のとおり算出したので通知します。

搬 入 先
乳 業 工
場 名

搬 入
生 乳 数

量

製造特定生乳数量
一般搬入分

加工原料乳数量
合計加工原料乳数量

脱脂粉
乳・バ
ター等
向け生

乳

チーズ
向け生

乳

液状乳製品向け生乳
チーズ
向け生

乳

液状乳製品向け生乳
脱脂粉
乳・バ
ター等
向け生

乳

チーズ
向け生

乳
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（様式第８号）

　　県 （都　道　府）知　事　　殿
　　又は　農 林 水 産 大 臣　　殿

（単位：kg）

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

うちク
リーム向
け生乳

うち濃縮
乳向け生

乳

うち脱脂
濃縮乳向
け生乳

搬出先
交付対
象事業

者

令和〇〇年〇〇月〇〇日

県 （都　道　府）知　事　　

令和○○年○○月　加工原料乳数量交付対象事業者分通知書

搬 入 先
乳 業 工
場 名

搬 入
生 乳 数

量
チーズ
向け生

乳

合計加工原料乳数量

チーズ
向け生

乳

液状乳製品向け生乳 液状乳製品向け生乳
脱脂粉
乳・バ
ター等
向け生

乳

チーズ
向け生

乳

脱脂粉
乳・バ
ター等
向け生

乳

液状乳製品向け生乳
脱脂粉
乳・

バター
等

向け生
乳

　令和〇〇年〇〇月中に法第５条第７項の規定による通知に係る交付対象事業者の行った対象事業における加工原料乳の搬入乳業工場別の数量を次表のとおり算出したので通知します。

製造特定生乳数量
一般搬入分

加工原料乳数量
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（様式第９号）

　　都　道　府　県
　　団　体　名　等
　　代　表　者　氏　名　　殿

認定対象数量

うちクリーム向け

うち濃縮乳向け

うち脱脂濃縮乳向け

備考

チーズ向け

液状乳製品向け

脱脂粉乳・バター等向け

　令和〇〇年〇〇月中に（団体名等・代表者氏名）が取り扱った生乳の数量のうち、畜産経営
の安定に関する法律第７条第１項の都道府県知事又は農林水産大臣の認定の対象となる数量を
次表のとおり算出したので通知します。

県 （都　道　府）知　事

令和○○年○○月　月間認定対象数量通知書

加工原料乳数量

令和〇〇年〇〇月〇〇日
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（様式第１０号）

　　都　道　府　県
　　団　体　名　等
　　代　表　者　氏　名　殿

１　認定数量 kg
２　内訳

うちクリーム向け

うち濃縮乳向け

うち脱脂濃縮乳向け

うちクリーム向け

うち濃縮乳向け

うち脱脂濃縮乳向け

うちクリーム向け

うち濃縮乳向け

うち脱脂濃縮乳向け

うちクリーム向け

うち濃縮乳向け

うち脱脂濃縮乳向け

液状乳製品向け

チーズ向け

　月分

脱脂粉乳・バター等向け

液状乳製品向け

チーズ向け

合計

脱脂粉乳・バター等向け

　月分

脱脂粉乳・バター等向け

チーズ向け

　月分

脱脂粉乳・バター等向け

液状乳製品向け

液状乳製品向け

チーズ向け

令和○○年度第○四半期　加工原料乳数量認定書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

認定数量

記

　畜産経営の安定に関する法律施行令第５条第１項の規定により、（団体名等・代表者氏名）が令和〇〇年度第〇四
半期において取り扱った生乳数量のうち、下記の数量を、畜産経営の安定に関する法律第７条第１項の都道府県知事
又は農林水産大臣が認定する数量として認定します。

県 （都　道　府）知　事
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（様式第１１号）

県 （都　道　府）知　事　　殿

（単位：kg）

　令和〇〇年〇〇月中に貴県（都道府）の区域内の乳業工場から当県（都道府）の区域内の乳業工場に搬入された生乳のうち
の用途別処理数量を次表のとおり算出したので通知します。

県 （都　道　府）知　事

令和〇〇年〇〇月〇〇日

令和○○年○○月　用途別処理数量乳業工場分通知書

発酵乳等飲用牛乳等搬入生乳数量 その他搬入先乳業工場名 搬出乳業工場名
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（様式第１２号）

　　都　道　府　県

　　団　体　名　等

　　代　表　者　氏　名　殿

（単位：kg）

令和〇〇年〇〇月〇〇日

県 （都　道　府）知　事

令和○○年○○月　用途別処理数量通知書

搬入先乳業工場 発酵乳等飲用牛乳等搬入生乳数量 その他

　令和〇〇年〇〇月中に（団体名等・代表者氏名）が取り扱った生乳の数量のうち用途別処理数量の搬入先乳業工場別の数量
を次表のとおり算出したので通知します。
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（様式第１３号）

　　都　道　府　県
　　団　体　名　等
　　代　表　者　氏　名　 殿

１　用途別取引数量
（単位：kg）

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

２　用途別取引価格
（単位：円／kg）

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

うち
一般取引

うち
入札取引

注：

搬入先乳業工場

加工原料乳

発酵乳等向けについて、更に区分けして取引している場合は、区分けして記入すること。

脱脂濃縮乳向け生乳

平均
脱脂粉乳・バター等向け

生乳
チーズ向け生乳

液状乳製品向け生乳

クリーム向け生乳 濃縮乳向け生乳

平均

平均

牛乳
学校給
食用
牛乳

加工乳

飲用牛乳等向け
発酵乳
等向け

平均

学校給
食用
牛乳

加工乳 小計

小計

牛乳

　令和〇〇年〇〇月中に（団体名等・代表者氏名）が取り扱った生乳のうちの用途別取引数量等の搬入先乳業工場別の取引数量等について、次表のとおり通知しま
す。

令和○○年○○月　用途別取引数量等通知書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

　県 （都　道　府）知　事

搬入先乳業工場名

加工原料乳
飲用牛乳等向け

発酵乳
等向け

合計
脱脂粉乳・バター等向け

生乳
チーズ向け生乳

液状乳製品向け生乳

クリーム向け生乳 濃縮乳向け生乳 脱脂濃縮乳向け生乳

小計
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（様式第１４号）

　　都　道　府　県
　　団　体　名　等
　　代　表　者　氏　名殿

クリーム向け生乳

うち一般取引

うち入札取引

濃縮乳向け生乳

うち一般取引

うち入札取引

脱脂濃縮乳向け生乳

うち一般取引

うち入札取引

注： 発酵乳等向けについて、更に区分けして取引している場合は、区分けして記入すること。

令和〇〇年○○月　生乳用途別取引数量等確認通知書

令和〇〇年〇〇月〇〇日　

県(都道府)知事

　令和〇〇年〇〇月中に（団体名等・代表者氏名）が取り扱った生乳の数量のうち用途別取引数量
等について、次表のとおり算出したので通知します。

用途区分 取引価格
(円／kg)

取引数量
(kg)

処理数量
(kg)

備考

うち一般取引

うち入札取引

加工原料乳

 脱脂粉乳・バター等向け

チーズ向け

うち一般取引

うち入札取引

　液状乳製品向け

うち一般取引

うち入札取引

発酵乳等向け

計(平均)

   牛乳

 学乳給食用牛乳

   加工乳

飲用牛乳等向け
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（様式第１５号）

　農林水産省畜産局長　殿

１　新設等する乳業工場の概要

２　県(都道府)内乳業工場一覧表

　当県(都道府)の区域内に乳業工場の新設等が予定されているので、加工原料乳数量認定等事務実施要領(平成１３年８月１０日
付け１３生畜第２０６０号農林水産省生産局長通知)第８の２の規定に基づき、下記のとおり報告します。

令和○○年○○月○○日

県(都 道 府)知事

1日当たり
生乳処理量
（ｔ）

備 考所　　在　　地
飲用牛乳 粉　乳 バター

乳業者名 乳業工場名
操業開始

又は廃止の
予定時期

主な製造品目及び処理能力
(1/h、kg/h)

乳業者名 乳業工場名 所　　在　　地
操業開始

又は廃止の
予定時期

乳　業　工　場　新　設　等　報　告　書

記

粉　乳 バター

1日当たり
生乳処理量
（ｔ）

備 考
主な製造品目及び処理能力

(1/h、kg/h)

飲用牛乳
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